
（平成２１年１２月２４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 24 件

国民年金関係 15 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 42 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 35 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

埼玉国民年金 事案 2666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年１月から同年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生  年  月  日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間  ： ① 昭和 39 年６月から 45 年３月まで 

             ② 昭和 49 年１月から同年３月まで 

    申立期間①については、昭和 39 年 10 月に結婚した後にＡ市役所に勤

めていた主人の叔母が、私の国民年金の加入手続をしてくれ、国民年金

保険料も納付してくれていた。申立期間②については、夫と一緒に納付

していたはずであり、未納となっていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、その夫と一緒に国民年金保険料を納

付していたはずであるとしているところ、申立期間②の前後は納付済み

であり、その夫も申立期間②については納付済みであることから、３か

月と短期間である申立期間②について、申立人が納付していなかったと

するのは不自然である。 

 

２ 一方、申立期間①について、申立人は当初は、その夫の叔母が国民年

金保険料を納付してくれたと主張していたが、その後、その夫がまとめ

て納付したと主張を変遷させており、納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であ

る。 

また、申立期間①について、申立人の夫の叔母が申立期間①の国民年

金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

い上、その叔母は既に他界しており、保険料の納付状況等が不明である。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 45 年６月 12 日に払い



 

  

出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿から確認できることか

ら、記号番号払出時点では申立期間①の一部の期間については、過年度

納付による納付が可能であり、全部の期間については特例納付による納

付が可能であったが、申立人は保険料の納付に関与しておらず、保険料

を納付していたその叔母は既に他界しており、保険料の納付状況等が不

明である上、申立人に別の記号番号が払い出された形跡もうかがわれな

い。 

加えて、口頭意見陳述により、申立期間①について国民年金保険料を

納付していたことを裏付ける事情を汲み取ろうとしたが、具体的な納付

を裏付ける新しい証言や証拠を得ることができなかった。 

 

３  その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 49 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2667 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 39 年３月まで 

 申立期間当時、Ａ区のＢ駅前の理容店に住み込みで働いていた。国民

年金の加入手続は昭和 35 年ころに店主がしてくれた。店主から青い年

金手帳を見せられ、国民年金保険料が毎月 100 円であると教えられた。

給料から毎月の保険料が引かれ、店主が保険料を納めてくれていた。店

に集金人が来たこともあり、保険料を納めると四角いものを手帳に貼っ

ていたように思う。年金手帳に検認の黒い印が押されていたことを覚え

ている。結婚のため 39 年３月に店を退職するときに、店主から青い年

金手帳を受け取った。結婚後、住所変更と保険料納付のためＣ区役所へ

手続に行ったところ、青い年金手帳を回収され新しく茶色の年金手帳を

渡された。新しい年金手帳に申立期間の検認印が押されていなかったの

で不安に思い確認したところ、窓口の職員に、茶色の年金手帳に納付の

検認として押されている割り印があるから大丈夫ですと説明された。申

立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、店に来た集金人に店主

が保険料を納付し、印紙を年金手帳に貼ったのを見たことがあるとして

いるところ、Ａ区では、申立期間当時、区の職員による保険料の出張検

認が行われていたとしていること、及び申立人が申立期間当時所持して

いたとする空色の年金手帳は、当時使用されていた年金手帳と同色であ

ることなど、申立内容は当時の状況と符合している。 

   また、申立人が納付したとする国民年金保険料額は、申立期間当時の保

険料額と一致しており、申立内容に信 憑
ぴょう

性が認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2670 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年４月から同年９月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 42 年２月から 46 年９月まで 

国民年金に未加入であったが、結婚した昭和 42 年夏ころから集金人

に再三にわたり加入を勧められ、夫を説得の末に同年秋ころに夫婦二

人で加入した。 

集金人に今までの未加入期間の国民年金保険料についても納付する

よう言われ、最初に亡き夫が１万円弱の保険料を支払った。その後は、

２か月から３か月ごとに集金人に保険料を納付していた。 

申立期間について国民年金保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、結婚した昭和 42 年の夏ころから集金人

が訪れ再三にわたり国民年金に加入するよう勧められ、同年秋ころに夫婦

二人で加入したとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は 46 年 10

月に夫婦連番で払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿によ

り確認でき、払出時点からすると 44 年６月以前は時効により保険料を納

付できない。 

また、申立期間の国民年金保険料を集金人に現年度納付するためには、

申立人に別の手帳記号番号が払い出されている必要があるが、昭和 42 年

ころに申立人に別の手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

さらに、申立人は、加入手続時に過去の国民年金保険料を含め夫婦で１

万円弱を集金人に納付したとしているが、申立人が加入手続をしたとする

昭和 42 年秋ころに夫婦の未納期間を納付するのに必要な保険料額は申立



 

  

人が納付したとする額と大きく異なっている。 

しかしながら、申立人が加入手続時に一括して１万円弱を納付したとし

ていることについて、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 46 年 10

月の時点では、申立期間のうち 46 年４月から同年９月までの期間につい

ては集金人による保険料収納が可能な期間であり、同年４月から同年 12

月までの保険料額は申立人夫婦二人分で 8,100 円となり、申立人が一括納

付したとする金額（約１万円弱）とおおむね一致することから、46 年の

手帳記号番号払出時点で集金人に当該期間の保険料を納付した可能性も否

定できない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2671 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年４月から同年９月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男（死亡） 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： 昭和 41 年３月から 46 年９月まで 

国民年金に未加入であったが、結婚した昭和 42 年夏ころから集金人

に再三にわたり加入を勧められ、妻からの説得の末に同年秋ころに夫

婦二人で加入した。 

集金人に今までの未加入期間の国民年金保険料についても納付する

よう言われ、最初に１万円弱の保険料を支払った。その後は、２か月

から３か月ごとに集金人に保険料を納付していた。 

申立期間について国民年金保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

（注） 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂

正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、結婚した昭和 42 年の夏ころから集金人

が訪れ再三にわたり国民年金に加入するよう勧められ、同年秋ころに夫婦

二人で加入したとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は 46 年 10

月に夫婦連番で払い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿によ

り確認でき、払出時点からすると 44 年６月以前は時効により保険料を納

付できない。 

また、申立期間の国民年金保険料を集金人に現年度納付するためには、

申立人に別の手帳記号番号が払い出されている必要があるが、昭和 42 年

ころに申立人に別の手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

さらに、申立人は、加入手続時に過去の国民年金保険料を含め夫婦で１



 

  

万円弱を集金人に納付したとしているが、申立人が加入手続をしたとする

昭和 42 年秋ころに夫婦の未納期間を納付するのに必要な保険料額は申立

人が納付したとする額と大きく異なっている。 

しかしながら、申立人が加入手続時に一括して１万円弱を納付したとし

ていることについて、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 46 年 10

月の時点では、申立期間のうち 46 年４月から同年９月までの期間につい

ては集金人による保険料収納が可能な期間であり、同年４月から同年 12

月までの保険料額は申立人夫婦二人分で 8,100 円となり、申立人が一括納

付したとする金額（約１万円弱）とおおむね一致することから、46 年の

手帳記号番号払出時点で集金人に当該期間の保険料を納付した可能性も否

定できない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2672 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年４月から 47 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年 12 月から 47 年３月まで 

           ② 昭和 60 年４月から 61 年３月まで 

申立期間について、元夫と結婚した直後に義父が国民年金加入手続

をしてくれ、国民年金保険料は近所の地区役員による集金で納付して

いた。私も集金人に保険料を納付したこともあり、時期は不明だが保

険料は月額 800 円くらいだったと記憶している。 

申立期間について国民年金保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち昭和 46 年４月から 47 年３月までについて、申立人

の国民年金手帳記号番号は 47 年２月ころに払い出されており、払出時

点からすると同期間の保険料は現年度納付が可能であり、申立人の保険

料を主に納付していたとするその義父母の同期間の保険料は納付済みで

あることから、申立人の保険料についても納付されていたと考えるのが

自然である。 

 

２ 申立期間①のうち昭和 43 年 12 月から 46 年３月までについて、申立

人の手帳記号番号払出時点からすると、同期間の一部は時効により保険

料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出された形跡も

うかがわれない。 

また、申立人は国民年金の加入手続には直接関与しておらず、申立期

間の保険料の納付は何回か行ったことはあるとしているものの、申立人



 

  

が納付したとする保険料額は申立期間後の昭和 48 年ころの保険料額で

あるなど納付に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の加入手続及び保険

料の納付を主に行っていたとするその義父は既に他界していることから、

加入手続及び保険料の納付状況は不明である。 

 

３ 申立期間②について、Ａ市国民年金被保険者名簿には昭和 60 年４月

２日に任意加入資格喪失と記載されていること、同年５月に申立人の国

民年金被保険者資格種別が強制加入から任意加入に変更されていること、

及び資格喪失手続は本人の申請に基づき行われることを踏まえると、同

時期に申立人から資格喪失の申出があり、資格種別を変更した上で資格

喪失の処理が行われたと推認でき、申立期間は未加入期間であり、申立

人が保険料を納付することはできなかった。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 46 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2675 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年 10 月から 40 年３月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 38 年３月まで 

             ② 昭和 39 年 10 月から 40 年３月まで 

    申立期間については、亡くなった妻がＡ市役所で夫婦２人分の国民年

金に加入し、保険料の納付も行っていた。納付記録では、昭和 38 年４

月から支払ったことになっているが、加入時から支払ったことを記憶

しており、申立期間が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②について、亡くなったその妻がＡ市役所で

夫婦２人分の国民年金への加入手続を行い、保険料の納付も行っていたと

しているが、申立人の国民年金手帳記号番号から推定できる国民年金への

加入時期は昭和 39 年９月から同年 10 月ころであり、それ以降については、

直後の申立期間②を除き保険料はすべて納付されており、また、加入後、

申立期間②直前の 38 年４月から 39 年９月までの期間の保険料がさかのぼ

って納付されていることから、申立期間②の保険料が未納となっているの

は不自然である。 

一方、申立期間①については、申立人の亡くなった妻が国民年金への加

入手続を行ったと推定できる昭和 39 年９月から同年 10 月ころの時点では、

当該期間のうち、36 年４月から 37 年３月までの期間は時効により納付で

きない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もみら

れない。 

また、夫婦二人分の国民年金保険料を納付したとしている申立人の亡く

なった妻も申立期間①の保険料が未納となっている。 



 

  

さらに、申立人が申立期間①の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 39 年 10 月から 40 年３月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2676 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年１月から同年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 46 年 12 月から 49 年１月まで 

             ② 昭和 61 年１月から同年３月まで 

申立期間①については、亡くなった実家の父が家族の分の国民年金

保険料を納付しており、私の分も納付してくれたはずである。申立期

間②については、Ａ銀行（現在はＢ銀行。）Ｃ支店で納付しており、

申立期間①及び②が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、昭和 50 年３月に厚生年金保険被保

険者資格を喪失して国民年金に加入し、Ａ銀行Ｃ支店で国民年金保険

料を納付したとしているところ、申立人は、50 年３月に厚生年金保険

から国民年金への資格切替えを行った以降、61 年４月に第３号被保険

者となるまで、申立期間②を除き保険料をすべて納付しており、保険

料の納付意欲が高いものと認められることから、３か月と短期間の申

立期間②の保険料を未納とするのは不自然である。 

 

２ 申立期間①について、申立人は、実家の申立人の父が納付してくれ

たはずとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号から推定できる

国民年金への加入時期は、昭和 50 年３月ころであり、その時点では、

申立期間①の一部は時効により納付できない期間及びさかのぼって納

付する期間となるが、申立人は納付に関与しておらず、納付したとす

る実家の父は既に他界しており、保険料の納付状況が不明である。 

また、申立期間①当時、同居していた申立人の兄弟及び姉妹につい



 

  

ては、申立人と最も年齢の離れた兄を除き、長姉、次姉及び次兄は 20

歳から保険料を納付していないことから、申立人が 20 歳から納付して

いたとは考え難い。 

さらに、申立人はＤ市内での住所移転はあるものの、他の市町村へ

の住所移転が無く、別の国民年金手帳記号番号が発行された形跡が見

当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 61 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2677 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年４月から同年７月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 44 年４月から 46 年５月まで 

             ② 昭和 48 年４月から 52 年３月まで 

             ③ 昭和 53 年８月から平成５年６月まで 

             ④ 平成５年７月から 15 年７月まで 

申立期間①については、Ａ村（現在はＢ市）の実家の父が私の国民

年金保険料を納付してくれたはずである。申立期間②については、昭

和 48 年３月に国民年金に加入し、１か月分のみを納付することは考え

られず、１年間は納付したはずである。申立期間③については、夫と

共に経営していた会社の経済状況が苦しくなり、私の分だけ厚生年金

保険の資格を喪失して、国民年金に加入し、保険料を納付していたは

ずである。申立期間④については、夫が亡くなった後、国民年金保険

料を納付するのが困難となり、Ｃ市役所に免除の申請手続をしたはず

である。申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①について、申立人は、同居していた実家の父が、自宅に

来ていた国民年金保険料の集金人に自分の保険料も一緒に納付してく

れたはずとしているところ、申立期間①直前の昭和 43 年２月から 44

年３月までは保険料が納付されており、申立人がＤ市に転居する直前

の 44 年７月までその集金は引き続き行われていたと考えられることか

ら、申立期間①のうちの 44 年４月から同年７月までの保険料４か月分

を未納とするのは不自然である。 

また、当該期間当時、申立人の実家があったＡ村では、納税組合に



 

  

よる集金が行われていたことが確認できている。 

 一方、申立期間①のうち、昭和 44 年８月から 46 年５月までの国民

年金保険料については、申立人が、44 年８月にＤ市に転居しており、

その後も実家の父が保険料を継続して納付できたとは考え難く、納付

していたとする父は既に他界しており証言が得られず、保険料の納付

状況は不明である。 

 さらに、当該期間の保険料の納付を裏付ける関連資料（家計簿、確

定申告書等）も見当たらない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｅ市役所で国民年金に加入し、昭

和 48 年３月の保険料１か月分のみ納付されているのは考えられないと

し、その後の１年間は保険料を納付しているはずとしているが、申立

人と国民年金手帳記号番号が連番で払い出され、同時に加入したと認

められる申立人の夫は同期間の保険料が未納となっており、申立人の

保険料の納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定申告書等）も見当た

らない。 

 

３ 申立期間③について、申立人は、その夫の会社の厚生年金保険に夫

婦二人で加入していたが、会社の経営が苦しくなり、申立人のみ厚生

年金保険の資格を喪失して国民年金に加入し、国民年金保険料を納付

したとしているが、保険料の納付に関する記憶が明確ではなく、その

後、国民年金に加入したと認められる夫も同期間中の国民年金加入期

間の保険料が未納となっている上、申立人の保険料の納付を裏付ける

関連資料（家計簿、確定申告書等）も見当たらない。 

 

４ 申立期間④について、申立人は、その夫が他界した後の平成５年こ

ろ、会社の経営が苦しくなり、国民年金保険料の免除をＥ市役所で申

請したとしているが、保険料の申請免除は１年ごとに申請及び認可が

行われるものであり、同期間は 10 年余の長期間にわたりながら、申請

免除となったことを示す関連資料が見当たらない。 

 

５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 44 年４月から同年７月までの国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2678          

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年 10 月から 63 年３月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 59 年 11 月から 63 年３月まで 

昭和 63 年９月＊日に婚姻入籍後、国民年金に加入したが、その後に

送付された保険料納付書に記載された保険料の金額が非常に高額だっ

たので、その送付元に電話で問い合わせたところ、「20 歳から強制加

入期間だったが、保険料が未納だったので納付書を送付した。分割に

よる納付でも良い。」と教示されたため、３回ぐらいに分けて全額を

さかのぼって納付した。申立期間の初期のころは時効のため納付不能

の期間も含まれると思うが、少なくとも納付書に記載された全期間の

保険料を納付したので、未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 63 年９月に婚姻した後、国民年金に加入し、過去の未

納分に係る保険料納付書の送付を受けたが、その納付すべき金額が多額

だったのでその送付元に問い合わせたところ、「分割による納付でも良

い。」と教示され、その総額を３回ぐらいに分け、その１回目を住所地

のＡ市役所に納付したとしているところ、Ａ市は、当時、未納期間のあ

る新規の国民年金加入者に対し、現年度の保険料納付書と一緒に、時効

に至る前までの期間についての過年度納付書を送付したとしている上、

申立人の国民年金手帳記号番号から推定できる国民年金への加入時期は

63 年 11 月であり、社会保険庁の納付記録によれば、申立期間直後の 63

年４月から同年９月までの保険料が同年 11 月 15 日に収納されており、

これが申立ての保険料総額の１回目の分納分に当たるものと推認するこ

とができることから、過去の未納の保険料を分割納付したとする申立内



 

  

容に不自然さはみられない。 

また、申立人は、３回ぐらいに分けて納付した保険料の合計額を十数

万円としているところ、申立人の国民年金への加入推定時期である昭和

63 年 11 月の時点では、申立期間のうち、61 年 10 月から 63 年３月まで

はさかのぼって保険料を納付することが可能であり、当該期間の保険料

と上記の 63 年４月から同年９月までの保険料の合計額は 17 万 7,600 円

となり、申立人が記憶している納付額の範囲内となっている。 

さらに、申立人は、申立期間以外に保険料の未納期間は無く、前納し

た期間もあるなど、保険料の納付意識が高かったものと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 59 年 11 月から 61 年９月までについては、

申立人の国民年金への加入推定時期である 63 年 11 月の時点では、時効

により保険料をさかのぼって納付できない期間となっている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 61 年 10 月から 63 年３月までの国民年金保険料を、納付してい

たものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2680 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和60年３月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 60 年３月     

    昭和 54 年８月に会社を退職した際、両親から国民年金に加入するの

は国民の義務であると言われ、将来の年金受給を考えて国民年金に加入

した。数多く転職してきたが、その際にも間を空けることなく国民年金

保険料を納めてきたので、申立期間が未納となっていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和54年８月に会社を退職した際、両親から国民年金に加入

するのは国民の義務であると言われ、将来の年金受給を考えて国民年金に

加入し、転職の際にも、間を空けずに国民年金保険料を納付してきたとし

ているところ、申立人は、54年９月ころ国民年金に加入して以来、厚生年

金保険と国民年金の切替えに伴う手続をすべて適切に行い、申立期間を除

き保険料をすべて納付していることから、申立人の保険料の納付意識が高

かったものと認められ、１か月と短期間の申立期間を未納とするのは不自

然である。 

また、申立人は、申立期間を含む保険料の納付場所について、日常生活

の都合に合わせて自分が納めやすい場所で納付したとして、その中でも一

番多く保険料を納付したのはＡ銀行Ｂ支店であり、１か月ごとの納付書に

より保険料を納付したとしているところ、当時、Ｃ市は国民年金保険料を

１か月ごとの納付書により収納しており、Ａ銀行Ｂ支店は昭和45年３月２

日からＣ市国民年金保険料収納指定機関であることから、当時の納付方式、

納付場所等に関する実情と一致しており、その内容に不自然さはみられな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2682 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年 10 月から 55 年３月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年３月から 55 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、地区の納税組合の集金人に定期的に納

付したはずであり、当時の家計簿にも保険料納付の記録があるので、未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年８月の結婚後については、その

妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付したはずであると主張していると

ころ、その妻の当該期間の保険料は納付済みである上、妻が保管していた

申立期間のうちの 51 年から 53 年までの家計簿によれば、おおむね３か月

ごとに「年金二人分」を目的として、当時の二人分の国民年金保険料額が

支出されており、申立期間当時、申立人及びその妻が二人分の保険料を一

緒に納付していたものと推認できることから、妻が結婚前に納付済みとな

っている 50 年９月までの直後の 50 年 10 月から 55 年３月までについては、

納付したとする主張に不自然さはみられない。 

また、申立人及びその妻は、申立期間直後の昭和 55 年４月以降の国民

年金保険料をすべて納付しており、かつ、申立人の両親も国民年金制度が

発足した昭和 36 年４月から国民年金に加入して未納期間は無いことから、

申立人、その妻及び両親の納付意識は高かったものと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 49 年３月から 50 年９月までの期間につい

て、申立人は、50 年８月に結婚するまでは、その父親が納税組合の集金

人に国民年金保険料を納付したとしているが、父親は既に他界していて申

立人の国民年金への加入状況、保険料の納付状況が不明であり、保険料を



 

  

納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当

たらないことから、妻が結婚前に納付済みとなっている当該期間の保険料

を納付したとするのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年 10 月から 55 年３月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2683 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年８月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年８月から 41 年３月まで 

    過去の未納保険料をさかのぼって納付できることを知り、結婚前の昭

和 49 年春ころに２回に分けてＡ郵便局で納付した。申立期間に係る領

収証書は紛失してしまったが、保険料を納付していたのは間違いないの

で、納付の事実を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間中の国民年金保険料をす

べて納付しているほか、第３号被保険者と第１号被保険者との種別変更手

続も適切に行っており、保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   また、申立人が一括納付したと主張する昭和 49 年春ころは、第２回特

例納付実施期間内であり、申立期間に係る国民年金保険料を納付すること

が可能な時期であった。 

   さらに、申立期間直後の昭和 41 年４月から 42 年６月までの期間につい

て、当初は未加入とされていたが、申立人が当該期間に係る領収証書を所

持していたことから、平成 20 年 12 月 17 日に記録訂正されており、行政

側の記録管理に不備があったことがうかがわれる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2684 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年７月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年７月から 61 年３月まで 

    昭和 60 年に夫が会社を退職した際、Ａ市役所で国民年金加入手続を

した。国民年金保険料については、私が夫婦二人分を一緒に納付してい

た。申立期間について、夫は納付済みになっているのに自分の分が未納

になっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納

付したと主張しているところ、保険料の納付日が確認できる期間について

は、夫婦が同一日に納付していることから、夫婦一緒に保険料を納付して

いたものと推認される上、申立人の夫は、申立期間は納付済みとなってい

る。 

   また、申立人が、９か月と短期間である申立期間の国民年金保険料を納

付できなかったとする特別な事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2685（事案 1436 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年４月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年４月 

    平成３年ころ、Ａ市役所から再三国民年金保険料を支払うよう督促を

受けたが、私は当時大学生でＢ国に留学していたため、私の母親がＡ市

役所のＣ支所に出向き、国民年金の加入と保険料の納付を行った。母親

が加入手続の際、市役所職員に、私がＢ国に留学中の旨を説明したとこ

ろ、当該職員から、平成３年４月分の保険料の納付と後日在学証明書の

提出をすること及び帰国した際に市役所に出向き国民年金の再加入手続

を行うことを指示されたことを母親から聞いており、当初の判断結果に

納得できないため再調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳記号番号が平

成７年３月ころ払い出されていることから申立期間は時効により納付で

きないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年１月 26 日付け年

金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   しかしながら、再申立てに対する調査の結果、申立人に別の国民年金手

帳記号番号が平成３年４月ころ払い出され付番されていること及び社会

保険庁の記録にも過年度納付書が発行された記録が確認できることから、

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付することは可能であっ

たと推認でき、申立内容に信 憑
ぴょう

性が認められる。 

   また、申立人の母親は、申立人の国民年金加入手続について、加入状況、

納付状況、保険料額等を鮮明に記憶しており、申立期間に国民年金保険

料を納付したと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2686 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年４月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 56 年４月から 58 年３月まで 

    昭和 58 年当時、私が 20 歳でＡ大学に通学していたころ、母が国民年

金のことを気にしてＢ市役所に出向き私の国民年金加入手続を行うとと

もに、２年間さかのぼって保険料を納付してくれた。この保険料が納付

されていないというのは、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母がＢ市役所で申立人の国民年金の加入手続を行うとと

もに２年間さかのぼって保険料を納付してくれたとしているところ、申

立人の国民年金手帳記号番号は昭和 58 年４月５日に払い出されており、

払出日からすると申立期間は過年度納付することが可能な期間である。 

また、国民年金保険料を納付したとする申立人の母は、昭和 51 年 10

月に任意加入した後の期間がすべて納付済みであることから、国民年金

に対する意識の高さがうかがわれる。 

さらに、申立期間は、24 か月と比較的短期間であり、申立期間内に納

付できないような特別な事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2293 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち昭和 59 年 12 月 21 日から 60 年４月１日まで

の期間について厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日に係る

記録を同年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を、59 年 12 月は

17 万円、60 年１月は 15 万円、同年２月は 17 万円、同年３月は 15 万円と

することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 59 年 12 月 21 日から 60 年５月１日まで 

株式会社Ａの被保険者資格は昭和 59 年 12 月 21 日に喪失しているが、

同社には 59 年７月初めから 60 年４月末まで継続して勤務しており、給

料明細書によれば 59 年８月分から 60 年３月分まで給料から厚生年金保

険料が控除されている。申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち昭和 59 年 12 月 21 日から 60 年４月１日までの期間に

ついては、当該期間の一部に係る雇用保険の被保険者記録、申立人提出

の給料明細書及び昭和 59 年分給与所得の源泉徴収票並びに元事業主の

供述により、申立人は、株式会社Ａに当該期間勤務し、同期間の厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、給与明細書において確認

できる保険料控除額又は報酬月額から、昭和 59 年 12 月を 17 万円、60

年１月を 15 万円、同年２月を 17 万円、同年３月を 15 万円とすること

が妥当である。 

一方、株式会社Ａは、事業所番号等索引簿及び社会保険庁のオンライ

ン記録によると、昭和 59 年 12 月 21 日に適用事業所ではなくなってい



                      

  

るが、元事業主の供述及び事業所別被保険者原票の健康保険証返納記録

から、申立期間は、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を

満たしていたものと判断される。 

    なお、事業主が申立人に係る昭和 59 年 12 月から 60 年３月までの保

険料の納付義務を履行したか否かについては、元事業主は資料の保存が

無く不明としているが、申立期間は適用事業所となっていないことから、

社会保険事務所は申立人に係る当該期間の保険料について納入の告知を

行っておらず（その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

  

２ 申立期間のうち昭和 60 年４月１日から同年５月１日までの期間につい

ては、事業主の供述により、申立人が申立期間のうち 60 年４月１日から

同年４月 30 日まで株式会社Ａに勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立人提出の昭和 60 年４月分の給料明細書によれば厚

生年金保険料は給与から控除されていない。 

さらに、株式会社Ａの元事業主は、会社は倒産しており厚生年金保険適

用関係資料は無く、保険料控除については不明であると供述しており、同

僚からも申立人の同期間の厚生年金保険料の控除について供述を得られな

かった。 

このほか、申立人の昭和 60 年４月の厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2294 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ工場におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 37 年１月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を２万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36 年 11 月 30 日から 37 年１月１日まで 

    昭和 33 年４月１日から 62 年６月 30 日まで、Ａ株式会社に継続して

勤務しており、申立期間の厚生年金保険料も給与から控除されていた。

申立期間も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社提出の申立人に係る人事記録、雇用保険の被保険者記録及

び同僚の供述から判断すると、申立人が申立期間当時、同社Ｂ工場及び

Ｃ工場に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、Ａ株式会社は、「社員を厚生年金保険に加入させて、給与から

保険料を控除するという全体のスキームの中で、申立人を厚生年金保険

に加入させないということはあり得ないと思う。」と供述している。 

一方、Ａ株式会社Ｂ工場からＣ工場への異動時期については、同社の

人事記録では、昭和 37 年３月 26 日にＣ工場係長代理を命ずると記載さ

れており、申立人及び同僚は、36 年 11 月からＣ工場で業務に従事してい

たと供述しているところ、社会保険庁の記録によれば、Ａ株式会社Ｃ工

場が厚生年金保険の適用事業所となったのは 37 年１月１日であること、

申立人の「申立期間当時はＣ工場を新設している最中だったので、Ｃ工

場に事務処理能力があったと思えず、給与はＢ工場かＤ本社から支給さ



                      

  

れていたと思う。」との供述から判断すると、同社Ｂ工場での被保険者

資格喪失日を訂正することが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険庁の記録から、

申立人のＡ株式会社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者資格喪失時及

び同社Ｃ工場における被保険者資格取得時の標準報酬月額である２万

2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ株式会社では、厚生年金保険関係資料を保管していないため、厚生年

金保険の手続を適正に行ったか否か確認できないとしており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2301 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の株式会社ＡのＢ営業所における資格取得日は昭和 37 年８月１

日、資格喪失日は 40 年６月 12 日であると認められることから、申立人

の申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 37 年８月から 40 年

４月までの期間は３万 6,000 円、同年５月は５万 2,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立期間のうち昭和 37 年８月から同年 10 月までの期間につい

て、事業主が、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 37 年８月１日から 40 年６月 11 日まで 

     社会保険事務所に厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、申立

期間について欠落していることが判明した。株式会社Ａには、昭和 33

年９月１日に入社し、41 年 10 月に退職するまで継続勤務していた。同

僚の記録には欠落がないのに途中の３年弱が欠落していることに納得で

きない。申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人が主張する申立期間のうち、昭和 37 年 11 月１日から 40 年６

月 12 日までの期間については、社会保険事務所が保管している株式会

社ＡのＢ営業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立人と

生年月日が同じで同姓同名の基礎年金番号に未統合の厚生年金保険被保

険者記録が確認できる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、今回統合する厚生年金保

険被保険者原票の記録により、昭和 37 年 11 月から 40 年４月までは３

万 6,000 円、同年５月は５万 2,000 円とすることが妥当である。 



                      

  

 

２ 申立期間のうち昭和 37 年８月１日から同年 11 月１日までについては、

事業主は死亡しており、株式会社Ａは既に解散しているため、申立ての

事実を確認できる資料は保存されてないものの、当時の総務部長及び複

数の同僚の供述により、申立人は、同社Ｂ営業所の営業課長であったこ

とがうかがえる上、同社本社と同社Ｂ営業所間の異動がある大部分の同

僚に被保険者期間の空白が無いことから、申立人は 37 年８月１日から

同社Ｂ営業所に勤務し、事業主により給与から厚生年金保険料を控除さ

れていたと推認できる。 

また、同社本店における昭和 37 年の定時決定が被保険者名簿に記載

されてないことから、同社Ｂ営業所へ 37 年８月１日付けで転勤したも

のと推認できる。   

さらに、雇用保険被保険者記録により、申立期間について同一事業所

に継続勤務していたことが確認できる。 

加えて、当時の総務部長は「社員の給与明細書を毎月確認していたの

で、保険料の控除漏れは無かった。また、当該事業所には臨時社員はお

らず、入社時に全員社会保険には加入させ保険料はもれなく控除してい

た。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、同社Ｂ営業所における厚生年金保険被

保険者としての資格取得日を昭和 37 年８月１日に訂正することが必要

であると認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、今回統合する厚生年金保

険被保険者原票の資格取得時の記録により、昭和 37 年８月から同年 10

月までは３万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、当該期間における、事業主による納付義務の履行については、

事業主は既に死亡しており、確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2302 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ株式会社（現在、Ｂ株式会社）Ｃ工場における資格取得日は

昭和 45 年２月 23 日であると認められることから、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については３万円とすることが妥当であ

る。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ：  昭和 45 年２月 23 日から同年３月 23 日まで 

   昭和 45 年２月 23 日に、高校卒でＡ株式会社Ｃ工場に入社した。入社

時から厚生年金保険に加入していたはずなので、申立期間について厚生

年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ株式会社の事業主は、申立人がＡ株式会社Ｃ工場に入社したのは昭

和 45 年３月 23 日であり、同年２月 23 日から同年３月 22 日までの１か

月間は実習期間だったと供述している。 

また、社会保険庁の申立人に係るＡ株式会社Ｃ工場の被保険者原票に

より、申立人の厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和 45 年３月 23

日となっている。 

しかしながら、申立人及び申立人と同日入社の同僚が所持する厚生年

金保険被保険者証において、「初めて資格を取得した年月日」は昭和 45

年２月 23 日と記載されているうえ、厚生年金保険被保険者記号番号払出

簿においても、資格取得年月日は同年２月 23 日となっている。 

さらに、雇用保険の被保険者記録やＤ年金基金の加入員台帳において、

申立人のそれぞれの資格取得日はいずれも昭和 45 年２月 23 日であるこ

とが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 45 年２月 23

日にＡ株式会社Ｃ工場において厚生年金保険被保険者資格を取得した旨



                      

  

の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ｄ年金基金の加入員台帳

から確認できる申立人の申立期間における標準給与額の記録から３万円

とすることが妥当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2310 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格

喪失日に係る記録を平成４年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 20 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 40 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成４年３月 31 日から同年４月１日まで 

    社会保険庁の記録では、平成４年３月 31 日に株式会社Ａで資格喪失

し、同年４月１日に子会社であるＢ株式会社で資格取得となっており、

被保険者期間が１か月欠落している。転勤に伴い事業所を異動したが継

続して勤務しており、厚生年金保険料が控除されている賃金台帳がある

ので申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録並びに株式会社Ａから提出された異動辞令及び

平成４年４月度給与台帳から、申立人は、申立期間に同社に継続して勤務

し（平成４年４月１日に株式会社ＡからＢ株式会社へ異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認で

きる。 

さらに、株式会社Ａから提出された異動辞令により、申立人の同社から

Ｂ株式会社への異動日は平成４年４月１日であることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日

に係る記録を平成４年４月１日に訂正することが必要である。 

   また、株式会社Ａに係る申立期間の標準報酬月額については、同社の給

与台帳及び申立人の同社における平成４年２月の社会保険庁の記録から 20



                      

  

万円とすることが妥当である。 

    なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、保険料を納付したか否か不明としているが、

事業主が資格喪失日を平成４年４月１日として届け出たにもかかわらず、

社会保険事務所がこれを同年３月 31 日と記録することは考え難いことか

ら、事業主が資格喪失日を同年３月 31 日として届け、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めら

れることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 18 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： ① 昭和 34 年４月１日から 35 年１月 11 日まで 

         ② 昭和 35 年４月１日から 40 年５月１日まで 

知人の紹介で、昭和 35 年４月に知人３人と一緒にＡ所に入社した。

４人のうち２人は直ぐ辞めたが、私とＢさんは約５年勤めて、ほぼ同時

に一緒に辞めた。Ｂさんは申立期間の厚生年金保険の年金を受給してい

るが、私は脱退手当金を受給した記録になっている。 

私は、最近、当時の同僚と会って申立期間が厚生年金保険被保険者で

あったこと、また、申立期間の脱退手当金を受給していたことを初めて

知った。 

私は、脱退手当金制度があることも知らなかったし、請求も受給もし

たことが無い。申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ所に申立人と同時期に勤務した女性 36 名の厚生年金保険被保険者の

記録を調査すると、当該会社を退職後に脱退手当金を受給した者は申立人

以外に２名しかいない上、当該会社に申立人と同期入社し、ほぼ同時期に

退職した同僚の厚生年金保険被保険者名簿には、申立人と同様に脱退手当

金を支給したことを示す「脱」の表示があるにもかかわらず、脱退手当金

の支給記録が無く、この同僚は「退職時に会社から脱退手当金の説明など

は無く、申立人のみが受給していることは不思議である。」と供述してい

ることや、同時期に勤務した同僚６名に照会した結果、全員が「退職時に

会社から脱退手当金の説明及び代理請求の話は無かった。」と回答してい

ることなどを踏まえると、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したと

 



                      

  

は考え難い。 

また、申立人は、申立期間後間もなくして国民年金に加入し 60 歳まで

国民年金保険料をすべて納付していることを踏まえると、申立人は脱退手

当金を請求する意思を有していたとは認め難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2322  
 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人の申立期間②に係る有限会社Ａにおける資格喪失日は平成４年

５月21日であると認められることから、同社における厚生年金保険被保

険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 

２ また、申立人は有限会社Ａにおける申立期間③のうち平成４年２月か

ら同年４月までの期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を38万円に訂正する

ことが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

３ 申立期間④について、申立人は、申立期間④の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認められることから、申立人の有限

会社Ｂにおける資格取得日に係る記録を平成４年５月21日に訂正し、申

立期間④の標準報酬月額を38万円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間④の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

４ また、申立人は有限会社Ｂにおける申立期間⑤について、申立人の主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立期間⑤の標準報酬月額に

係る記録を38万円と訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

５ 申立期間⑥について、申立人は平成４年７月21日から同年８月20日ま

での期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

められることから、有限会社Ｂに係る資格喪失日を同年８月21日に訂正

し、当該期間の標準報酬月額を38万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 



                      

  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ：  ① 昭和35年４月１日から36年７月まで 

② 平成４年５月21日から同年６月21日まで 

③ 平成４年１月１日から同年５月21日まで 

④ 平成４年５月21日から同年６月21日まで 

⑤ 平成４年６月21日から同年７月21日まで 

⑥ 平成４年７月21日から同年９月１日まで 

Ｃ株式会社Ｄ支店には、昭和35年４月１日から36年７月まで勤務した

が、厚生年金保険の加入記録が無い。また、平成４年１月１日から同年

５月20日までは有限会社Ａで勤務し、同年５月21日に有限会社Ｂに移籍

して同年８月末ごろまで勤務したが、社会保険庁の年金記録では移籍が

１か月後になっている上、両社での標準報酬月額は給与明細書の給与額

より低い。さらに、有限会社Ｂにおける同年７月21日以後の加入記録が

無い。以上の内容について、記録の回復と訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、申立人が保管する５か月分の給与支給

明細書に基づいて、申立人が有限会社Ａで平成４年１月１日から同年５月

20日まで継続して勤務し、38万円の標準報酬月額に相当する厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと主張しているが、当該給

与支給明細書には事業所名及び支給年月が記載されていない。 

しかし、当該給与支給明細書と、申立人が同時に保管する当該事業所

から申立人が移籍したとする有限会社Ｂの発行した同年６月から同年８

月までの給与支給明細書（事業所名及び支給月が明記）を併せて照合す

ると、まず、同年１月のものとされる明細書を除き、両社の給与支給明

細書に記載されている基本給、役職手当、精勤手当、厚生年金保険料、

健康保険料など多くの項目の金額が一致していることが確認できる。 

また、社会保険庁の記録によると、当該事業所における申立人の厚生

年金保険被保険者資格喪失日が平成４年６月21日、有限会社Ｂにおける

資格喪失日が同年７月21日であり、双方とも21日となっている。 

さらに、平成４年１月のものとされる給与支給明細書は、報酬月額及



                      

  

び食事手当額が、ともに20日程度の日割金額であり、これを、申立人が

被保険者資格を取得した同年１月１日から同月20日までの給与額とする

ことに合理性があるとともに、同年２月から同年５月までのものとされ

る他の明細書及び有限会社Ｂの同年６月から同年８月までの明細書には

どの月にも日割計算や欠勤控除に当たる内容が見られないことから、両

事業所とも前月21日から当月20日までを給与計算対象期間としていたこ

とが推認できる。 

このことから、事業所名と支給年月の記されていない給与支給明細書

は有限会社Ａの発行した平成４年１月から同年５月までの明細書であり、

当該事業所での勤務に対する給与の支払は同年５月20日をもって終了し、

翌５月21日以降の勤務に対する給与は有限会社Ｂから支払われており、

同年４月までの厚生年金保険料が、翌月控除として当該事業主により給

与から控除されていると判断することができる。 

以上の理由により、申立期間②に係る申立人の有限会社Ａにおける資

格喪失日を平成４年６月21日から同年５月21日に訂正する必要がある。 

 

２ 申立期間③について、申立人は、上述の有限会社Ａが発行したと判断さ

れる給与支給明細書に基づいて、平成４年１月から同年４月までの標準

報酬月額の相違について申し立てているが、給与支給明細書に基づく標

準報酬月額の相違の申立てについては、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定

し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該給与支給明細書において、保険料控除額から算定さ

れる標準報酬月額がすべての月で38万円であり、報酬月額から算定され

る標準報酬月額は平成４年１月が24万円、同年２月から同年４月までは

38万円であることから、申立期間③のうち同年２月から同年４月までの

申立人の標準報酬月額については、保険料控除額から算定される額によ

り38万円と訂正することが必要である。 

一方、平成４年１月の保険料控除額から算定される標準報酬月額が38

万円であるが、報酬月額から算定される標準報酬月額が24万円であり社

会保険事務所の標準報酬月額の記録と同額であることから、申立人の同

年１月の標準報酬月額については、訂正する必要は認められない。 

なお、申立人に係る上記の訂正後の標準報酬月額（訂正前の標準報酬

月額に基づく保険料を除く。）に見合う保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、会社は既に解散し当時の記録は保管され



                      

  

ていないためこれを不明としており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 

 

３ 申立期間④について、申立人は有限会社Ｂには平成４年５月21日から

勤務していたと主張しており、申立人が保管している当該事業主が発行

した同年６月の給与支給明細書と、同時に保管する有限会社Ａが発行し

たと判断される給与支給明細書とを併せて照合すると、同年５月21日か

らの勤務に対する給与の支払いは有限会社Ｂにより行われ、同年５月の

厚生年金保険料が翌月控除として給与から控除されていることが認めら

れる。 

このことから、申立期間④に係る有限会社Ｂにおける資格取得日を平

成４年６月21日から同年５月21日に訂正することが必要である。 

また、平成４年５月の標準報酬月額については、給与支給明細書にお

いて確認できる保険料控除額から、38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る平成４年５月の保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は、会社は既に解散し当時の記録は保管されて

いないことから申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かは

不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの資格取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

 

４ 申立期間⑤について、申立人は、申立人の保管する平成４年６月及び同

年７月の給与支給明細書に基づいて、有限会社Ｂにおける同年６月の標準

報酬月額の相違について申し立てているが、給与支給明細書に基づく標

準報酬月額の相違の申立てについては、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定

し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、保険料控除額から算定される標準報酬月額が報酬月額か



                      

  

ら算定される標準報酬月額と同額の38万円であることから、平成４年６

月の標準報酬月額は、保険料控除額から算定される額により38万円とす

ることが必要である。 

なお、申立人に係る平成４年６月の保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主はこれを不明としており、ほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 

 

５ 申立期間⑥のうち平成４年８月21日までの期間について、申立人は前

述のとおり、有限会社Ｂにおける同年５月21日から同年８月20日までの継

続した勤務に対する給与支払が確認できる給与支給明細書を保管してお

り、同年７月の厚生年金保険料が翌月控除として給与から控除されてい

ることが認められる。 

このことから、申立期間⑥に係る資格喪失日を平成４年７月21日から

同年８月21日に訂正することが必要である。 

また、平成４年７月の標準報酬月額については、給与支給明細書にお

いて確認できる保険料控除額から、38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る平成４年７月の保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主はこれを不明としており、ほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 

 

６ 一方、申立期間⑥のうち平成４年８月21日から同年９月１日までの期

間については、申立人がすべて保管しているとする有限会社Ｂの発行し

た給与支給明細書の中には同年８月21日以降の勤務及び同年８月の保険

料控除に係るものは無く、申立人自身も、当該事業所を退職したとする

日付は明確な記憶によるものではないとしている上、事業主も、当時の

記録を保管していないため申立人の勤務期間及び保険料控除については

不明と回答している。 

また、申立人の退職日について照会した同僚は不明と供述しており、



                      

  

当該事業所における雇用保険被保険者記録は平成４年７月20日が離職日

となっていることから、申立人の同年８月21日以降の同社における勤務

実態を確認することはできなかった。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等から総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、平成４年８月の厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

７ 申立期間①について、Ｃ株式会社Ｅ支店は、Ｃ株式会社Ｄ支店と称し

ていた申立期間①当時の資料を保管していないため、申立人に係る記録

は確認できないとしているが、申立人の保管するＦ帳に「Ｃ株式会社Ｄ

支店Ｇ35年就職」との記載がある上、同僚の一人が申立人と共に勤務し

ていたと供述していることから、申立人は申立期間①当時、期間の特定

はできないものの、当該事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかし、当該事業所における資格取得日が昭和36年６月１日である二

人の同僚から、入社時には臨時社員として採用されたが２年ほど後に行

われた社員登用試験を経て正社員に登用され、その際に厚生年金保険に

加入したとの供述があった一方、申立人は、この登用試験を受けたこと

はないと供述している。 

また、社会保険事務所の保管する申立期間①に係る当該事業所の事業

所別厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は見当たらず、健康保険

証の番号欄に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2329 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年１月から同年７月までの期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ株式会社における資格取得日に係る記録を

昭和 47 年１月１日、資格喪失日を同年８月１日とし、当該期間に係る標

準報酬月額を７万 6,000 円とすることが必要である。 

     なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 10 月から 47 年８月１日まで 

    申立期間はＡ株式会社に勤務していたにもかかわらず厚生年金保険の

被保険者記録が無いので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  雇用保険被保険者記録から、申立人が申立期間にＡ株式会社に勤務して

いたことが確認できる。 

しかしながら、申立人が事業主により厚生年金保険料を給与から控除

された期間は、事業主から提出された所得税源泉徴収簿兼賃金台帳及び

「健康保険・厚生年金加入についての調査結果」により、申立期間のう

ち、昭和 47 年１月から同年７月までと確認できる。 

また、事業主は、その保管する当時の乗務員台帳において申立人の普

通第２種免許の取得が昭和 46 年 11 月 21 日と確認できることから、同年

10 月から同年 12 月までの３か月間は乗務員としての養成期間であり、厚

生年金保険料は控除していなかったと回答している。 

さらに、同僚照会に回答があった元同僚二人に確認したところ、「養

成期間については厚生年金保険に加入していなかったと思う」と供述し

ている。 



                      

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年１月から同年７月までの期間にお

いて、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係る所得税源泉

徴収簿兼賃金台帳における厚生年金保険料控除額から７万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人の申立てどおりの届出を行っていないことを認めてお

り、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 47 年１月から同年

７月までの保険料についての納入の告知を行っておらず、事業主は申立

人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2336 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、22 万円に訂

正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 16 年３月１日から 19 年７月１日まで 

    社会保険庁の記録によると、Ａ株式会社に勤務していた期間のうち平

成 16 年３月分から 19 年６月分までの標準報酬月額が、実際に給与か

ら控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違しているので、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているとこ

ろ、申立人から提出された給与支払明細書及び給与支給明細書により、平

成 16 年３月から同年６月までの期間、17 年１月から同年３月までの期間、

同年 10 月、同年 12 月から 18 年 11 月までの期間及び 19 年１月から同年

６月までの期間について、申立人の主張する保険料が控除されており、当

該控除額に見合う標準報酬月額が当該期間のすべてにわたって社会保険事

務所が記録している標準報酬月額を上回っていることが確認できる。 

   一方、社会保険庁の記録では、平成 16 年３月１日付け（処理日は同年

同月５日。）の随時改定により、申立人の標準報酬月額が 22 万円から 12

万 6,000 円に減額されていることが確認できる。 

   そして、当該随時改定により標準報酬月額が 28 万円から 12 万 6,000 円

に減額されている同僚から提出された給与支払明細書及び給与支給明細書

により、平成 16 年３月から 19 年 10 月までの間において厚生年金保険料

が控除され、当該控除額に見合う標準報酬月額が当該全期間にわたって社



                      

  

会保険事務所が記録している標準報酬月額を上回っていることが確認でき

る。 

   しかし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉徴収していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、給与支払明細書及び給

与支給明細書において確認できる保険料控除額から、平成 16 年３月から

同年６月までの期間、17 年１月から同年３月までの期間、同年 10 月、同

年 12 月から 18 年 11 月までの期間及び 19 年１月から同年６月までの期間

は 22 万円とすることが妥当である。 

また、申立期間において給与支払明細書又は給与支給明細書が無い平成

16 年７月から同年 12 月までの期間、17 年４月から同年９月までの期間、

同年 11 月、及び 18 年 12 月の標準報酬月額については、申立人及び同僚

の当該期間の前後の標準報酬月額が同じであることから当該期間の標準報

酬月額も 22 万円とすることが妥当と推認される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

給与支給明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標

準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が平成 16 年

３月から 19 年６月までの申立期間の全期間にわたり一致していないこと

から、事業主は、給与支給明細書で確認できる保険料控除額に見合う報酬

月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は当該期間の標準報酬

月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

    

 

 



  

埼玉国民年金 事案 2668 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年７月から 60 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 59 年７月から 60 年５月まで 

    義兄の店を手伝うため会社を退職した後、昭和 59 年７月末ごろにＡ

町役場へ行き、国民年金の加入手続をした。申立期間の国民年金保険

料の納付は妻に任せていた。申立期間が未納となっていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した後に国民年金被保険者資格の再取得手続を行

ったとしているが、その手続に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間に係

る国民年金保険料の納付を行っていたとするその妻は既に他界しているこ

とから、保険料の納付状況等が不明である。 

   また、申立期間は国民年金未加入期間であり、制度上、国民年金保険料

を納付することができず、申立期間当時に別の国民年金手帳記号番号が払

い出された形跡もうかがわれない上、申立人の妻が申立期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無いほか、申

立期間の保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

埼玉国民年金 事案 2669 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年７月から 47 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： 昭和 43 年７月から 47 年６月まで 

父の影響で社会保障制度に関心を持ち、学生であったが 20 歳になっ

たのを契機にＡ市役所（現在は、Ｂ市）で、父に頼み国民年金の任意

加入手続をした。 

警備会社でアルバイトをしており、その給与から国民年金保険料を

両親に渡し納付してもらっていた。 

申立期間について国民年金保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入手続及び国民年金保険料の納付にほとんど関与

しておらず、加入手続及び保険料の納付を行っていた両親は既に他界して

おり、当時の加入手続及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人は、20 歳の時にその父に頼みＡ市役所で国民年金任意加

入手続をしたとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53

年６月に払い出され、資格取得日は厚生年金保険終了日の 53 年３月１日

となっており、申立期間は国民年金に未加入の期間であり保険料を納付で

きず、別の手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

さらに、申立人の両親が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無いほか、申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

埼玉国民年金  事案 2673 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年８月から 45 年７月までの期間、同年 10 月から 47 年

10 月までの期間、58 年６月、61 年６月から 62 年３月までの期間、同年

11 月から 63 年４月までの期間、平成元年３月から同年 10 月までの期間、

同年 12 月、５年 10 月から６年６月までの期間、同年 10 月及び同年 12 月

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

    

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年８月から 45 年７月まで 

             ② 昭和 45 年 10 月から 47 年 10 月まで 

             ③ 昭和 58 年６月 

             ④ 昭和 61 年６月から 62 年３月まで 

             ⑤ 昭和 62 年 11 月から 63 年４月まで 

             ⑥ 平成元年３月から同年 10 月まで 

             ⑦ 平成元年 12 月 

             ⑧ 平成５年 10 月から６年６月まで 

             ⑨ 平成６年 10 月 

             ⑩ 平成６年 12 月 

    昭和 36 年３月 13 日に国民年金に加入し、国民健康保険の保険証も

もらって病院に行っていた。会社を辞めたら国民年金及び国民健康保険

に加入し、保険料を納付してきた。したがって一度も加入しなかったこ

と、及び保険料を納付しなかったことは無いので、申立期間が未納とな

っていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を辞めたら国民年金に加入していたと主張しているが、

保険料の納付時期、納付金額等についての具体的な記憶が無く、保険料

の納付状況等が不明である。 



  

また、申立期間①については、住民票があったと考えられるＡ市役所

に照会したが、国民年金保険料の納付の事実がうかがえない。 

さらに、申立期間②については、住所がＢ町（現在は、Ｃ町）であっ

たことが確認できるが、同町で保存されている国民年金被保険者名簿に

は申立人に係る記載が無く、国民年金に加入した形跡が見られない。 

加えて、申立期間③から⑩までの期間は、Ｄ市居住期間であるが、同

市で保存されている国民年金被保険者名簿の記録では、昭和 52 年 10 月

から 54 年５月までの国民年金保険料の納付が確認できるが、その他の期

間の国民年金保険料の納付の形跡はうかがえず、また、申立人は、申立

期間を厚生年金保険加入期間としても申し立てており、申立内容が曖昧
あいまい

である上、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料等（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国

民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



  

埼玉国民年金 事案 2674 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年５月から 50 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年５月から 50 年 12 月まで 

夫婦とも 30 歳ころまでは国民年金へ加入していなかった。そこで昭

和 50 年ごろ、Ａ市役所の窓口に行き、職員からさかのぼって 20 歳から

加入できると言われ、その場で二人分の国民年金保険料を計算してもら

い、その後、郵送されてきた納付書により 27 万円くらい納付した。申

立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年ごろ、Ａ市役所に赴き、夫婦二人分の国民年金保

険料をさかのぼって 20 歳から納付できると言われ、その後、郵送されて

きた納付書により 27 万円くらい納付したとしているが、申立人の国民年

金手帳記号番号から推定できる国民年金への加入時期は 50 年６月であり、

その時点では、第２回特例納付により保険料を納付することが可能である

ものの、その夫の国民年金への加入時期は社会保険庁の記録により 40 年

５月ころと推定でき、申立人と加入時期が乖離
か い り

している上、その夫の特殊

台帳は存在しないことから、申立期間に係るその夫の納付記録は、特例納

付によるものとは考えにくく、申立人及びその夫が同時に特例納付を行っ

た形跡がみられない。 

また、社会保険庁の特殊台帳によれば、申立期間直後の昭和 51 年１月

から 53 年３月までの 27 か月分の保険料を 53 年５月 19 日に過年度納付に

より納付したことが確認でき、同期間はその当時、保険料が未納であった

と認められることから、申立人がその直前の申立期間の保険料を納付した

とする積極的心証が得られなかった。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家   



  

計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

埼玉国民年金 事案 2679          

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 15 年 11 月から 16 年３月までの付加保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 15 年 11 月から 16 年３月まで 

夫が 60 歳で定年退職してまもなくのころ、夫がＡ町役場（現在は，

Ｂ市）で私について３号被保険者から１号被保険者への種別変更手続

をするとともに、平成 15 年 10 月から 16 年３月までの期間につき定額

保険料と付加保険料の前納ができるように申し込んだ。その後納付書

が送付されたので、15 年 11 月にＣ県の夫の実家へ帰省した際、途中

の同県Ｄ市Ｅ郵便局に立ち寄り、その納付書により納付した。同期間

のうち平成 15 年 11 月から 16 年３月までの付加保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その夫が会社を定年退職した後、Ａ町役場で夫が申立人に

ついて３号被保険者から１号被保険者への種別変更手続をした際に、平

成 15 年 10 月から 16 年３月までの期間につき定額保険料と付加保険料の

前納ができるように申し込み、その後送付された納付書により、申立人

が 15 年 11 月にＣ県Ｄ市Ｅ郵便局で申立人の保険料を納付したとしてい

るが、15 年 11 月 27 日にＥ郵便局で保険料が収納された際の２枚の領収

済通知書が株式会社ＦのＧセンターに保管されており、そのうち１枚は、

15 年 10 月の１か月分の定額保険料と付加保険料に係る合計保険料額１

万 3,700 円についてのものであり、他の１枚は、続く 15 年 11 月から 16

年３月までの申立期間に当たる５か月分の付加保険料を含まない前納定

額保険料額６万 6,070 円についてのものであることから、申立期間の付

加保険料は含まれていない。 

また、社会保険庁の記録によれば、申立人は、平成 15 年 10 月から 17



  

年 11 月まで付加年金に加入しており、申立期間は付加年金に加入中であ

ったと認められ、付加保険料と定額保険料は合算した納付書が発行され

ることから、別に申立期間の付加保険料のみの納付書が発行されたとは

考え難く、申立期間については、定額保険料のみの納付書が発行され、

付加保険料については納付書が発行されず、納付がなされなかったもの

と考えられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



  

埼玉国民年金 事案 2681 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年９月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 40 年９月から 53 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、昭和 53 年７月ごろＡ市の広報で特例

納付のことを知り、妻と相談してＡ市役所の窓口で納付した。国民年金

保険料の特例納付に必要な金額は結婚祝金で準備して納付したはずであ

り、その期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の国民年金保険料について、昭和 53 年ころＡ市の

広報で特例納付のことを知り、Ａ市役所の窓口で 15 万円から 16 万円ぐら

い納付したはずであると主張しているが、申立期間の保険料を第３回特例

納付するために必要となる保険料額は 60 万 4,000 円であり、申立人が納

付したとする 15 万円から 16 万円とは金額が乖離しており、その主張は不

自然である。 

 また、申立人の特例納付の納付時期、納付方法に関する記憶が曖昧
あいまい

であ

り、申立期間を特例納付したことを裏付ける資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、ほかに申立期間の保険料を特例納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

埼玉国民年金 事案 2687 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年 11 月から 46 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 11 月から 46 年３月まで 

         最初の子供を妊娠して６か月目にＡ市役所に母子手帳をもらいに行っ

たときが 20 歳になった月だったので、母子手帳の申請と一緒に国民年

金加入手続をした。20 歳からの申立期間が未納期間であることに納得で

きない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、母子健康手帳の交付を申請するためにＡ市役所に行った日が

20 歳の誕生日の直後であったので、母子健康手帳の申請と一緒に国民年金

加入手続をしたと主張しているが、申立人の所持する母子健康手帳に記載

されている手帳交付日は、申立人が 20 歳に到達した昭和 43 年＊月＊日以

前の同年９月 26 日となっている。Ａ市では 20 歳到達前に国民年金被保険

者資格取得届を受理することはないとしていることから、母子健康手帳の

申請と年金加入手続は一緒に行われなかったと推認される。 

また、申立期間当時、申立人の住所地を管轄していたＢ社会保険事務所

において、申立人が加入手続をしたと主張する昭和 43 年 11 月前後に係る

国民年金手帳払出簿を調査したが、申立人の氏名は見当たらなかった。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は前後の任意加入被保険者の国

民年金手帳記号番号から昭和 46 年６月に払い出されていることが確認で

き、払出時点からすると申立期間の一部は時効により納付できない期間で

ある上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）もない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。  

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2295 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 39 年 11 月 25 日から同年 12 月 25 日まで 

社員寮のある会社を退社後、すぐに住み込みで株式会社Ａに入社した。

地方から上京したが、住む場所に困ったことはないため１日の空白期間

も無い。申立期間について厚生年金保険被保険者であることを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録により、申立人が申立期間において株式会社

Ａに勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、株式会社Ａでは、申立期間当時の従業員の厚生年金保険

の適用関係資料を保有していないことから、申立人の申立期間の厚生年金

保険料の控除等については不明としており、同僚からも事業主による申立

人の保険料控除について供述を得られなかった。 

また、株式会社Ａの同僚からは、申立期間当時は従業員の出入りが多

く、入社してもすぐに辞める人が多かったので、１か月から２か月ほど

様子を見て、厚生年金保険に加入させるかどうかを決めていたと思うと

の供述があり、他の複数の同僚からも、入社後すぐには厚生年金保険に

加入していないとの供述があった。 

さらに、社会保険事務所が保管する株式会社Ａに係る事業所別被保険

者名簿によると、申立人の資格取得日は、社会保険庁のオンライン記録

と同じ昭和 39 年 12 月 25 日となっており、申立期間に申立人の氏名は確

認できない。 



                      

  

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2296 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 56 年 12 月１日から 57 年７月 21 日まで 

申立期間は、Ａ院（現在は、Ｂ院）でＣとして勤務していたので、当

該期間について、厚生年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ院提出の在籍証明書により、申立人は、申立期間においてＡ院に非

常勤の看護職として勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｂ院では、申立人の厚生年金保険の被保険者資格に関す

る資料を保有していないため、申立人の申立期間の厚生年金保険料の控除

等については不明であるとしており、同僚からも事業主による申立人の保

険料控除について供述を得られなかった。 

なお、申立人がＡ院において正職員として勤務したとしている厚生年金

保険の加入記録がある期間については、申立人の雇用保険被保険者記録が

確認できるが、申立期間においては、雇用保険の被保険者記録は確認でき

ない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ院に係る事業所別被保険者名簿の

申立期間に申立人の氏名は確認できない上、健康保険の番号に欠番も無

い。 

さらに、申立人が同じＣであったとする同僚についても、上記被保険

者名簿において、Ｂ院が当該同僚の勤務期間とする期間に氏名を確認で

きない上、社会保険庁のオンライン記録によると、勤務期間の一部期間

の国民年金保険料納付記録が確認できる。 



                      

  

加えて、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2297 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年５月 20 日から 42 年６月 15 日まで 

             ② 昭和 42 年９月 22 日から 43 年５月 16 日まで 

 両申立期間においてＡ株式会社に勤務していたが、厚生年金保険の被

保険者記録が無い。当該期間について被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人提出の仕事内容について記載した日記帳及び複数の同僚の供述に

より、申立人が両申立期間当時、Ａ株式会社に勤務していたことはうかが

える。 

しかしながら、Ａ株式会社の事業主の家族によると、同社は倒産し、両

申立期間当時の厚生年金保険関係資料も処分したと思うとしており、事業

主も既に死亡して申立内容について確認できない上、複数の同僚からも申

立人の両申立期間の厚生年金保険料の控除について具体的な供述を得るこ

とができなかった。 

また、社会保険事務所が保管するＡ株式会社に係る事業所別被保険者名

簿及び社会保険庁のオンライン記録によると、同社は、申立期間②の途中

の昭和 42 年 10 月 20 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

上、同被保険者名簿の両申立期間において、申立人の氏名は無い。 

さらに、申立人が両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年から 20 年８月まで 

私は、昭和 19 年の女学校３年修了時には学徒動員でＡ株式会社に就

業していた。学徒動員期間について、自分では調べることができない

ので、この期間、年金に加入していたことを調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及び同僚の供述により、申立人は、昭和 19 年にはＢ校に通って

おり、同校では一部の生徒を除き３、４年生が一緒に勤労学徒動員として

Ａ株式会社へ勤務していたとしていることから、19 年春に３年時を修了

した申立人が勤労学徒動員としてＡ株式会社Ｃ所又はＤ所に勤務したこと

はうかがえる。 

しかしながら、当時の同僚は、勤労学徒動員の手当として月20円が支

給され、全額もらえた(事業主により厚生年金保険料の控除が無かった)

旨、供述し、申立人は控除されたか記憶がないと供述している。 

なお、学徒の勤労動員が通年化された後の昭和19年５月には、勤労動

員学徒は労働者年金保険の被保険者には該当しない旨が労働者年金保険

法施行令（昭和16年勅令第1250号）第10号第３号及び厚生省告示第50号

（昭和19年５月29日）に明文化されている上、労働者年金保険の被保険

者要件は男子筋肉労働者（工場等の肉体労働者）とされている。 

また、同僚に照会するも給与明細書等の資料も無く、申立てに係る事

実を確認できる供述を得ることができなかった。 

さらに、Ｅ社会保険事務局保管のＡ株式会社Ｃ所及びＤ所の厚生年金

被保険者名簿を閲覧するも、申立人及び同僚の氏名を確認できなかった。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無



                      

  

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2299 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 11 月１日から８年 11 月 30 日まで 

社会保険庁の記録では、株式会社Ａにおける平成６年 11 月から８年

10 月までの 24 か月について、標準報酬月額が同年 12 月６日付けで

遡及
そきゅう

して９万 2,000 円に訂正されていることがわかった。当時会社の

資金繰りは順調であり、引き下げられる理由が考えられない。また、

この期間については、業務のため本社（Ｂ地）にはほとんどおらずＣ

県に駐在していた。 

標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によると、株式会社Ａ（本社）は平成８年 11 月 30

日に適用事業所に該当しなくなっているところ、同日以降の同年 12 月６

日に申立人の標準報酬月額が６年 11 月１日にさかのぼって 53 万円から

９万 2,000 円に減額訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、同社の商業登記簿から、申立人が同社の代表取締役で

あったことが確認できる上、同社の複数の従業員は、申立当時の同社の

経営状態は良くなかったと供述し、申立人も資金繰りは順調に推移して

いたとしながらも、平成８年５月ごろに、取引先との間で数千万円単位

の入金トラブルが発生したため、本社業務の縮小や社員の削減を指示し

たと供述している。 

さらに、同社と委託契約を締結していた社会保険労務士は、同社の総

務担当者がＤ社会保険事務所職員と話し合った後、同社の依頼を受けて

指示どおりに適用事業所廃止の手続を行ったものの、標準報酬月額の減



                      

  

額訂正に係る届出は行っていないと供述している。 

また、同社の総務担当者は、業務は申立人からの電話等による指示に

従い、社印についても申立人の指示により押印していたと供述している

上、申立人自身も、現場に駐在している期間は、本社へ電話等で業務に

係る指示を行っていたと供述している。 

加えて、申立人は、総務担当者から、社会保険事務所の職員が標準報

酬月額を下げることにより､社会保険料が安くなると話していたことを聞

いたと供述しており、当該減額訂正に関与が無かったとは考え難い。 

これらの事実を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

っている代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行

為について責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額処理に関与

しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義則

上妥当でなく、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録に

係る訂正を認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2300 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和６年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 42 年から 44 年まで 

             ② 昭和 45 年から 48 年まで 

厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間①及び

②について厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保

険事務所からもらった。 

申立期間①については、Ａ市のＢ株式会社（現在は、Ｃ株式会社）

で正社員としてＤを運んでいた。 

申立期間②については、Ｅ株式会社Ｆ支店（現在は、Ｇ株式会社）

で正社員としてＤを運んでいた。 

両事業所とも厚生年金保険料が控除されていたので、両申立期間に

ついて被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ｂ株式会社で正社員としてＤを運

んでいたと主張しているが、事業主は「当社は、Ｄの原料となるＨを

製造する会社であり、Ｄの製造は行っていない。申立人は、当社の製

品を使用するＤ会社又はその運送会社に勤務していたのではないか。

過去の記録を確認したが、該当者はいない。」と回答している上、当

該事業所における雇用保険の加入記録も無い。 

  また、申立人は同僚の名前を記憶していないため、申立期間①当時、

同社の厚生年金保険に加入していた複数の同僚に照会するも、申立人

を記憶している同僚はいない上、複数の同僚が「Ｄの輸送は、子会社

又は関連会社が行っていた。」と供述し、Ｉ株式会社及びＪ株式会社

の事業所名を挙げているが、両事業所において、申立期間①に係る申

 



                      

  

立人の記録は無い。 

  このほか、社会保険事務所が保管する同社の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿により、申立期間①において申立人の記録が無いことが

確認できる。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｅ株式会社Ｆ支店で正社員として

Ｄを運んでいたと主張しているが、申立人を記憶していた複数の同僚

が「申立人は日雇いの運転手として勤務していたので、同社の厚生年

金保険には加入していない。」と供述している上、当該事業所におけ

る雇用保険の加入記録も無い。 

また、社会保険事務所が保管する同社の申立期間②当時の健康保険

厚生年金保険被保険者原票において、申立人が記憶していた同僚８人

のうち、３人の記録は確認できたものの、申立人を含む５人の記録は

確認できない。 

さらに、事業主に照会するも、申立人の勤務実態及び保険料控除に

関しては不明と回答している。 

     

３ このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる給与明細書等の関連資料及び周辺事情は無い上、申立

てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 

４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2303 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生  年  月  日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ：  平成元年３月 31 日から同年４月１日まで 

   被保険者記録回答照会票では、Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年

金保険の被保険者資格喪失年月日が平成元年３月 31 日になっているが、

正しくは元年４月１日ではないかと思われるので、記録の訂正をしてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事異動通知書及び同僚の供述により、申立人が当該事業所を

退職した日は平成元年３月 31 日であることが推認できる。 

しかしながら、申立人及び同僚の供述並びに申立人から聴取した入社

月の給与明細書において保険料の控除が無いことが確認できたことから、

当該事業所における厚生年金保険料は翌月の給与から控除しており、原

則として退職月には前月分と当月分の２か月分が控除されるべきところ、

申立人から提出された平成元年３月分の給与明細書において確認できる

厚生年金保険料控除額２万 2,320 円は１か月分の保険料であり、当該控

除額は同年２月分と考えられるところから、同年３月分の厚生年金保険

料は給与から控除されていないと推認できる。 

なお、当時の年金担当者は、申立人が退職してから４年後くらいに、

事務処理上のミスにより、退職月に１か月分しか厚生年金保険料を給与

から控除しておらず、資格喪失日の届出も間違っていたことが判明した

ため、社会保険事務所に行って訂正したい旨を申し出たが、時効のため

受け入れられないと言われた経緯があると供述している。 

また、当該事業所の統合先であるＢ社によれば、統合時において関係

書類は廃棄され存在しないため、当時の事情を確認することができない



                      

  

としている。 

このほかに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情等を総合的

に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年 10 月ごろから 51 年 10 月ごろまで 

昭和 44 年 10 月ごろにＡ株式会社に入社し、51 年 10 月ごろまで勤務

したが、厚生年金保険の記録が欠落している。この期間について厚生年

金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   現事業主、複数の同僚及び申立人の供述から、期間の特定はできないも

のの、申立人がＡ株式会社に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、社会保険事務所の記録により、同社が厚生年金保険の適用事業

所とされたのは、申立人が同社に入社したとする昭和44年10月以降の45年

３月１日であることが確認できるところ、52年４月１日までの期間につい

て被保険者名簿を調査したが、健康保険証番号に重複及び欠番も無い上、

申立人の氏名を確認することはできなかった。 

また、申立人の申立期間に係る雇用保険の記録は無い。 

さらに、社会保険庁の記録により、申立人は申立期間の一部について国

民年金の被保険者として保険料を納付している上、保険料の免除を受けて

いる期間があることが確認できる。 

加えて、昭和46年５月ころから申立人と同じ職場で同じ業務に就いてい

たとする同僚によると、自らが厚生年金保険の被保険者となったのは、同

社が役所から従業員の社会保険加入について指導を受けた後の56年12月１

日であるとしている上、同日前の期間については、国民健康保険の被保険

者であったと供述している。 

なお、社会保険庁の記録により、同社において昭和 56 年 12 月１日に厚

生年金保険の被保険者の資格を取得した複数の同僚に問い合わせたところ、



                      

  

それぞれの同僚が記憶している入社日から社会保険加入までの期間に規則

性は無く、入社時における、社会保険の加入・非加入等の経緯については、

回答したすべての同僚が記憶に無いとしているものの、申立人による入社

時における社会保険加入等の採用条件について、当時の事業主の一存であ

ったとする供述には信 憑
ぴょう

性があることがうかがわれる。 

一方、申立人は申立期間について、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料

を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2305 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年９月 12 日から 40 年 10 月５日まで 

私は、Ａ株式会社において社長の運転手として昭和 38 年７月９日か

ら 40 年 10 月５日まで勤務していたが、申立期間について厚生年金保

険被保険者記録が無い。 

申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。                                     

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 38 年７月９日にＡ株式会社に入社し、申立期間におい

ても継続して勤務していたとしているが、申立人は同僚の氏名を記憶して

おらず、また、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において申立期間に当該事業所に勤務が確認できる同僚を抽出して８

人から回答があったものの、申立人が勤務していたとする供述は得られな

かった。 

さらに、同僚８人のうち二人は、当時の社長の運転手は申立人と別人

であったと供述している上、申立期間に被保険者記録が確認できる同僚

は当時社長の運転手として勤務していたと供述している。 

また、事業主は、申立期間当時の書類等は保管していないため、申立

人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除は不明であると

供述している。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録と健康保険厚生年金保険被保険

者名簿の記録は一致する上、同名簿において申立期間における申立人の

氏名は無い。 

加えて、申立人の申立期間の雇用保険の加入記録は無い。 

 



                      

  

なお、申立期間に係る厚生年金保険料が事業主により申立人の給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2306 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 また、申立期間③については、脱退手当金を受給していないものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 28 年から 33 年２月１日まで 

               （Ａ有限会社） 

② 昭和 32 年１月から 34 年７月まで 

  （Ｂ株式会社） 

③ 昭和 35 年８月 30 日から 38 年４月 27 日まで 

  （株式会社Ｃ） 

    Ａ有限会社に昭和 28 年から 30 年代に勤務していたが、そのころ近所

にＤができ、Ｅが撮影に来てＦに乗ったのを覚えているし、ＧではＦの

試合があり、宣伝カーが会社の周辺を走っていた。Ｂ株式会社には昭和

32 年に入社し、亡くなった主人に出会い、34 年に結婚した。私が記憶

している両事業所の勤務期間と社会保険庁の厚生年金保険加入期間が違

っているので訂正してほしい。 

    また、Ｃ株式会社では脱退手当金を受け取った記憶が無い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、Ａ有限会社に昭和 28 年から 33 年２

月１日まで勤務していたと主張しているところ、これを裏付ける申立て

の記憶は事実に符号している。 

    しかし、社会保険事務所が保管するＡ有限会社の事業所別被保険者名

簿により、申立人は昭和 33 年２月１日に資格取得し、同年 12 月 31 日

に資格喪失しており、当該資格得喪日はオンライン記録に一致している



                      

  

ことが確認できる。 

    また、事業所名簿により、Ａ有限会社は厚生年金保険の適用事業所と

なったのが昭和 33 年２月１日であり、社会保険事務所の厚生年金保険

被保険者台帳記号番号払出簿には、「払出日 33 年２月１日新適」の押

印が確認できるとともに、事業主及び同僚の資格取得日も同日となって

いる。 

    なお、昭和 33 年２月に申立人と同時期に資格取得した事業主は既に

亡くなっており、同僚３人の住所も把握できなかったため供述を得るこ

とはできなかった。 

    一方、申立期間②について、申立人は、Ｂ株式会社に昭和 32 年１月

から 34 年７月まで勤務していたと主張している。 

    しかし、社会保険事務所が保管するＡ有限会社の事業所別被保険者名

簿により、申立期間の一部である昭和 32 年１月から 33 年 12 月 31 日ま

では、申立人は同社の厚生年金保険被保険者期間であることが確認でき

るとともに、当時の勤務は１日８時間働いた上に３時間の残業をしてい

たと回答していることを踏まえると、Ｂ株式会社における当該申立期間

の重複する期間は同社に勤務していなかったと考えるのが自然である。 

    また、Ｂ株式会社の事業所別被保険者名簿により、申立人は昭和 34

年８月 20 日に資格取得し、35 年 11 月１日に資格喪失しており、当該

資格の得喪日はオンライン記録に一致するとともに、同名簿に欠番は無

い上、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の払

出日も同日であることが確認できる。 

    さらに、Ｂ株式会社の事業主及び複数の同僚に対し、申立人の勤務実

情について照会を行い回答を得たが、具体的な供述を得ることはできな

かった。 

    なお、申立期間①及び②に係る雇用保険の記録は確認できなかった。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

２ 申立期間③の脱退手当金については、社会保険事務所が保管するＣ株

式会社の事業所別被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額

に誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

３か月後の昭和 38 年８月８日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

   また、Ｃ株式会社の当時の代表取締役及び経理担当取締役は共に亡く



                      

  

なっていることから、申立人が資格喪失した前後に資格喪失した同僚女

性に対し、当時の脱退手当金に関する実情を照会したが、そのうちの一

人は「退職時に会社から口頭で脱退手当金の説明を受け、自分で請求手

続を行い、郵便局に脱退手当金を受け取りに行った。」と供述している。 

   なお、当該脱退手当金の対象となったＣ株式会社の一部被保険者期間

である昭和 35 年８月 30 日から２か月間が、Ｂ株式会社の被保険者期間

と重複しているが、その原因は不明である。 

   また、脱退手当金の対象となったＣ株式会社より以前の厚生年金保険

被保険者期間が、脱退手当金の対象にならなかったことについては、申

立人は同社で新たに別の厚生年金保険被保険者台帳記号番号を付されて

いることから、脱退手当金の請求時には同番号の被保険者期間について

のみ申告し、他の事業所の被保険者期間を申告しなかったものと考える

のが自然である。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、

申立期間③に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはでき

ない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2307 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 23 年９月４日から 29 年３月 16 日まで 

    結婚すると脱退手当金が支払われるという話は聞いたことがあるが、

Ａ株式会社に勤めた期間の脱退手当金が支払われたとする社会保険庁

の記録には納得できない。当時の給与は１か月 3,000 円ほどであり、

貧しい生活のなかで１万数千円の脱退手当金が支払われていれば、と

てもうれしく喜んだろうし、支払のあった時期は出産を終えたばかり

のころで、受給した記憶が無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社に係る申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、

脱退手当金を支給したことを表す「脱 13,400 円 29.5．25」の記載が

あり、その内容は社会保険事務所のオンライン記録に一致しているほか、

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 29 年５月 25 日に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人は、Ａ株式会社では出産及び哺育等により休暇をとったこ

とはあるものの、同社がＢ有限会社に社名変更した後も継続して勤務して

いたと述べていることから、両社における申立人の厚生年金保険被保険者

台帳記号番号は同一の番号で管理されるものと考えられるが、後続の事業

所では別の番号となっており、このことについては脱退手当金を受給した

ために番号が異なっているものと考えるのが自然である。 

   さらに、申立人は、Ａ株式会社から受け取っていた当時の給与額に比べ

て、高額な脱退手当金を受給していれば覚えているはずと主張しているが、

同社の勤務中に長男を出産し、その出産に伴う出産手当金、分娩費等の各



                      

  

種給付金を支給したことを表す押印が健康保険厚生年金保険被保険者名簿

に記録されているにもかかわらず、これら給付金も受給した記憶が無いと

述べているなど、申立人の主張は不自然である上、申立人から聴取しても

脱退手当金を請求・受給した記憶が無いというほかに、申立人が脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2308 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 40 年２月１日から 43 年８月５日まで 

    私は、昭和 40 年２月１日から 43 年８月５日までＡ株式会社に勤務し

たが、社会保険事務所の記録では、この間の厚生年金保険の記録が全く

無い。同社の募集広告に社会保険完備とあった記憶がある。給与から厚

生年金保険料が控除されていたかは記憶がはっきりしないが、毎月の給

料（３万 3，000 円）から 8，000 円くらい差し引かれていた記憶があり、

その金額が社会保険料だと思う。同社に勤務していた期間を厚生年金保

険の被保険者と認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間中におけるＡ株式会社への勤務については、複数の同

僚が勤務していたと供述しているほか、申立人が名前を挙げた同僚のうち

３人は、社会保険事務所が保管する事業所別被保険者名簿で名前が確認で

きることから、期間の特定はできないものの、申立人が当該事業所に勤務

していたことはうかがえる。 

   しかし、申立人は申立期間中の厚生年金保険料の控除についての記憶が

曖昧
あいまい

であるとしているほか、申立人のＡ株式会社における雇用保険の加入

記録は無く、申立人が記憶している上司を含む５人の同僚についても、事

業所別被保険者名簿に名前は無いことが確認できる。 

また、複数の同僚が入社約１年後に厚生年金保険の資格を取得してい

ることから判断して、事業主が何らかの事情で入社と同時に厚生年金保

険に加入させない場合があったことが推認できる。 

   さらに、申立事業所に係る事業所別被保険者名簿に申立人の名前は見当



                      

  

たらず、健康保険整理番号に欠番も無いほか、事業所別被保険者名簿及び

オンライン記録において、Ａ株式会社が申立期間中である昭和 42 年５月

31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていることが確認できる。 

加えて、事業所別被保険者名簿によると、申立事業所は既に倒産して

いる上、閉鎖登記簿謄本は保存期間経過のため破棄されており、事業主

の住所が不明で照会することができず、供述が得られない。 

このほか、申立内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2309 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

        住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月ごろから 39 年６月ごろまで 

    Ａ株式会社には、公立の高校（夜学）に通っていた時に学校の紹介で

勤めたので厚生年金保険料を控除されていたと思っている。絶対に勤め

ていたのに厚生年金保険に加入していないと言われるのは納得できない。

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   所在の確認できた同僚９人に照会し４人から回答があり、同僚の一人か

ら、「勤務期間や仕事内容は記憶に無いが、申立人は珍しい名字（旧姓

Ｂ）のためいたことは覚えている。」とする供述が得られたことから、期

間の特定はできないものの、申立人がＡ株式会社に勤務していたことは推

認できる。 

しかしながら、同社が保管していた申立人の昭和 38 年分所得税源泉徴

収簿から、同年４月から同年６月までの期間において厚生年金保険料は控

除されていない上、源泉徴収簿の下余白に赤字で「38 ６／30 退社」と

記載があることが確認できる。 

また、別の同僚の二人からは、「試用期間が３か月くらいあった。」と

する供述があり、うち一人から試用期間の厚生年金保険加入について「加

入していなかった。」との供述があった。 

さらに、社会保険事務所が保管する申立期間に係るＡ株式会社の厚生年

金保険被保険者名簿を調査したものの、申立人が申立期間中に厚生年金保

険被保険者資格を取得した記録は確認できず、健康保険番号に欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年 11 月 11 日から同年 12 月１日まで 

株式会社Ａに、平成６年 11 月 11 日から 11 年 12 月 31 日まで勤務し

たが、申立期間に係る社会保険庁の厚生年金保険の加入記録が無い。調

査して厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び株式会社Ａ人事部からの回答により、申立

人は申立期間に株式会社Ａに勤務していたことが確認できるものの、同社

では、「当時、月の途中で採用した人は翌月１日から社会保険に加入させ

ており、申立人は、月の途中採用のアルバイト勤務であったため、申立期

間は社会保険に加入させなかったし、厚生年金保険料の控除及び社会保険

事務所への納入もしていない。申立人を社会保険に加入させたのは平成６

年 12 月１日からである。」と回答している。 

また、同僚に照会した結果、連絡のとれた同僚の３人は、「月の途中入

社の人でも、社会保険の加入は翌月の月初からであった。」としている。 

さらに、社会保険庁の記録から申立期間の近傍の平成６年 10 月から同

年 12 月までに資格取得した被保険者をみると、ほぼ全員が月初の加入と

なっており、当該事業所の回答を裏付けている。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

 



                      

  

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

 

埼玉厚生年金 事案 2313 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間   ： 昭和 33 年３月 20 日から同年７月 30 日まで 

    中学校を卒業して勤務していた株式会社Ａの厚生年金保険が未加入と

なっているので、調査して被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、株式会社Ａは既に事業を廃止し、当時の事業主の所

在も明らかでないことから、申立人の申立期間当時の勤務実態及び厚生年

金保険の適用状況について確認することができない。 

また、社会保険事務所の記録により、申立期間に当該事業所の被保険

者であったことが確認できた者のうち、所在の確認ができた同僚 11 人に

照会し８人から回答が得られ、一人が申立人の名前を記憶していること

から、期間の特定はできないものの当該事業所に勤務していたことはう

かがわれるが、前述８人の同僚から申立人に係る保険料の控除等につい

ての供述を得ることができなかった。 

さらに、前述８人のうち二人から、「試用期間があり、その間は社会

保険に入れてもらえなかった。」との供述があり、うち一人はその期間

は４か月であったと回答している。 

加えて、社会保険事務所が保管している健康保険厚生年金保険被保険

者名簿では、申立期間及びその前後の期間に申立人の氏名は見当たらず、

欠番も確認できない上、申立人が申立人と同期入社したとする４人の資

格取得の記録も無い。 

なお、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 



                      

  

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

   これらの申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2314 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26 年 12 月から 28 年１月３日まで 

             ② 昭和 33 年 12 月から 34 年 11 月２日まで 

             ③ 昭和 35 年５月１日から 36 年３月まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ株式会社（申立期間①）と有限会社Ｂ（申

立期間②及び③）に勤務していた期間に厚生年金保険に未加入となって

いる期間があるので、調査して被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ株式会社は既に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、当時の事業主も亡くなっていることから、申立

人の申立期間①当時の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について

確認することができない上、申立期間①において被保険者であり、所

在の確認ができた同僚がいないことから、申立人の申立期間①当時の

勤務状況等について供述を得ることができなかった。 

また、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 

２ 申立期間②及び③について、有限会社Ｂは既に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっており、当時の事業主も亡くなっていることから、

申立人の両申立期間当時の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況につ

いて確認することができない上、両申立期間において被保険者であり、

所在の確認ができた同僚 19 人に照会し 11 人から回答があり、申立人

の入社日を記憶している者はいないものの、同僚の一人から申立期間

③において同社に在籍していたとの供述が得られたことから、期間の



                      

  

特定はできないものの申立人が申立期間③に勤務していたことは推認

できるが、申立人の勤務形態や雇用形態及び厚生年金保険の保険料の

控除について供述を得ることはできなかった。 

また、別の同僚の一人からは、当該事業所は試用期間が２か月あり

その間は厚生年金保険に加入させていなかったとの供述が得られた。 

さらに、申立人が申立期間②及び③において厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資

料も無い。 

 

３ このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係

る厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認

めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2315 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年６月から 35 年５月まで 

 社会保険庁の記録によると、株式会社Ａに勤務していた申立期間の厚

生年金保険の被保険者期間が欠落しているので、厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間において、Ｂとして株式会社Ａに勤務していたとし

ているが、申立期間当時の事業主及び複数の同僚からは、申立人が勤務し

ていたとする供述を得ることができず、申立人の申立期間における勤務を

確認することはできない。 

   また、社会保険事務所が保管する当該事業所の事業所別被保険者名簿の

申立期間前後における健康保険証番号は連番となっており欠番は無く、申

立人の氏名も見当たらない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

 

埼玉厚生年金 事案 2316 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年３月から同年 11 月まで 

   昭和 34 年３月から同年 11 月まで株式会社Ａに勤務していたが、当

該期間が厚生年金保険被保険者期間から抜けているので、記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａの廃業当時の事業主に照会したところ、同社の取締役であ

った事業主の妻は、「事業主は、高齢のため昔のことを覚えていない。

また、申立人に記憶は無いが、新入社員は見習期間があり最低３か月は

社会保険に加入させなかった。会社に関する資料は何も残っていな

い。」と供述していることから、申立人の申立期間当時の勤務実態及び

厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

また、社会保険事務所の記録により、申立期間において、株式会社Ａ

で厚生年金保険被保険者資格を取得している者で所在が確認された 10 人

に照会したところ、８人から回答があり、このうち二人は申立人を記憶

していることから、申立人が同社に勤務していたことはうかがわれるも

のの、申立期間において申立人が当該事業所に勤務していたとする供述

は得られなかった。 

さらに、申立人と同年齢（昭和 17 年から 19 年生）の者で、申立人の

就労時期の前後（33 年から 35 年ごろ）に当該事業所に就職したとみら

れる者７人について、就職の時期及び社会保険加入状況を調査したとこ

ろ、全員が 10 か月から 28 か月後に社会保険に加入していることが確認

できる。 



                      

  

加えて、社会保険事務所が保管している健康保険厚生年金保険被保険

者名簿に申立人の氏名は見当たらず、申立期間前後における健康保険の

番号に欠番も無い上、申立期間に係る厚生年金保険料が事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無

い。 

これらの申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断

すると､申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2317 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年５月から同年 11 月１日まで 

   昭和 28 年５月からＡ院に勤務したが、社会保険庁の記録によると、

申立期間の厚生年金保険被保険者期間が欠落している。給与支給明細

書を提出するので、申立期間を被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ院に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿によると、欄外に「健保のみ」と記載されているほか、適用年月日

欄には「健康保険 26 年 12 月１日、厚生年金 28 年 11 月１日」とあり、

摘要欄には「28 年 11 月１日年金適用」と記録されていることから、Ａ

院は、申立期間において厚生年金保険の適用事業所となっていないこと

が認められる。 

また、上記名簿に登載された申立人の前後に氏名が記載されている同

僚も、社会保険庁のオンライン記録によると、厚生年金保険の被保険者

資格の取得日は、昭和 28 年 11 月１日となっていることが確認できる。 

さらに、申立人から提出された昭和 28 年５月分から同年 12 月分まで

の給与支給明細書によると、社会保険料として控除された金額は、当時

の健康保険料額に一致するものであり、また、同年 12 月分の同明細書の

控除額の欄には、新たに厚生年金保険と追記されるとともに、同保険料

にかかる控除額が記入されていることが確認できることから、厚生年金

保険の保険料が同年 12 月分の給与から初めて控除されたものと認められ

る。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と､申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2318     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年 11 月 11 日から 48 年５月 10 日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について

年金に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所からもらった。

申立の期間はＡ市のＢ株式会社（現在は、Ｃ株式会社）Ｄ工場に勤務し

雇用保険に加入していた。その間の厚生年金保険の記録が欠落している

ので訂正してほしい。 

   （注）申立は、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険被保険者記録により申立人は、申立期間においてＢ株式会社

Ｄ工場に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、事業主は、申立期間において申立人が勤務していたこ

とは不明であるが、当時期間雇用の従業員がおり、雇用保険のみ加入さ

せていたと供述している。 

また、申立人が死亡していることから同僚の氏名を確認することがで

きないため、社会保険事務所が保管する被保険者記録で確認できる同時

期に勤務していた同僚に照会したが申立内容を裏付ける供述を得ること

はできなかった。 

さらに、申立人は、申立期間について、事業主により給与から申立期

間に係る厚生年金保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書

等の資料も無い。 

このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 



                      

  

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。  



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2319 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨    

  申 立 期 間 ： 昭和 38 年 10 月１日から 39 年４月１日まで 

  Ａ地で生まれ、20 歳になりＢ地に出てきた。Ｃ社で働いた後、１年

間失業手当をもらい、職業訓練所で整備士の資格を取った。そして、

その資格を持って初めて勤めたのがＤ株式会社だった。厚生年金保険

の記録が無いと言われたとき、怒りを通り過ぎて、切ない気持ちにな

ったのを覚えている。自分の人生の再出発点の最初の記録が無いのは

納得できない。一日も早く、記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

  申立人は、同僚調査の結果、期間の特定はできないものの、Ｄ株式会社

に整備士として勤務していたことが推認できる。 

  しかしながら、回答のあった同僚の大多数は、当事業所は数か月間の試

用期間があり、その期間は厚生年金保険に加入させなかったと供述してい

る。 

  また、申立人は、当初申立期間について前勤務先を退職直後の昭和 37

年 10 月３日からとしていたが、意見聴取の過程で、１年間失業保険を受

給し、その間に職業訓練所で整備士の資格を取得したことを思い出すなど、

申立期間が曖昧
あいまい

である。 

さらに、Ｄ株式会社は、申立人の人事記録等は保存されておらず、勤

務状況は不明であると回答している。 

このほか、申立てに係る事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は

無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2320 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年９月１日から平成元年 12 月１日まで 

Ａ株式会社代表取締役のＢ氏から誘われ、Ｃ団を退職しＤ株式会社

の専務に就任した。同団時代の給与を保障するため、Ｄ株式会社が軌

道に乗るまでＡ株式会社の社長室長を兼務し、両社から給与が支給さ

れていたが、社会保険事務所の記録では、Ｄ株式会社の記録のみがあ

り、これにＡ株式会社の給与を合算した標準報酬月額になっていない。

調べて記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社から提出のあった同社の賃金台帳から、申立人が申立期間

に同社から月 35 万円の給与を受けていたことは確認できるが、同台帳で

は所得税のみが控除され、厚生年金保険料は控除されていない上、同社

の代表取締役であるＢ氏も、厚生年金保険料を控除していなかったこと

を認める供述をしている。 

また、このことは、Ａ株式会社の賃金台帳の給与支給額が、申立人か

ら提出のあった、同社が給与を振り込んでいた申立人の銀行通帳の記録

とほぼ一致していることからも推認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2321 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

    

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年８月 30 日から 45 年８月５日まで 

              （Ａ株式会社又は有限会社Ｂ） 

             ② 昭和 45 年 10 月１日から 47 年 11 月９日まで 

              （有限会社Ｂ又は株式会社Ｃ） 

             ③ 昭和 58 年６月１日から同年７月６日まで 

              （Ｄ株式会社又は株式会社Ｅ） 

             ④ 昭和 61 年６月 21 日から 62 年４月 21 日まで 

              （株式会社Ｅ又はＦ株式会社） 

             ⑤ 昭和 62 年 11 月 21 日から 63 年５月９日まで 

              （Ｆ株式会社又はＧ株式会社） 

             ⑥ 平成元年３月 21 日から同年 11 月１日まで 

              （Ｇ株式会社又は株式会社Ｈ） 

             ⑦ 平成元年 12 月 18 日から２年１月５日まで 

              （株式会社Ｈ又はＩ株式会社） 

             ⑧ 平成５年 10 月１日から６年７月 18 日まで 

              （Ｉ株式会社又はＪ株式会社） 

             ⑨ 平成６年 10 月 11 日から同年 11 月４日まで 

              （Ｊ株式会社又はＫ株式会社） 

             ⑩ 平成６年 12 月 27 日から７年１月５日まで 

              （Ｋ株式会社又はＬ株式会社） 

    昭和 38 年 11 月１日から平成 13 年３月 14 日までの期間のうち、国

民年金加入となっている期間については、その前後のどちらかの事業所

で厚生年金保険に加入していたはずである。 

 



                      

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ株式会社における当時の同僚に対し照会を行

った結果、期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務していた

との供述が得られたが、申立期間①に勤務していたかについては明らか

ではない。 

しかし、同社は既に解散しており、当時の事業主も既に死亡している

ため、申立期間の勤務を確認できる資料等が見当たらず、雇用保険被保

険者記録も無いことから、申立人の申立期間①の勤務及び事業主による

厚生年金保険料の給与からの控除を確認することができなかった。 

一方、有限会社Ｂ（現在は、Ｍ株式会社）については、当時の同社に

おける同僚に対して照会を行った結果、期間の特定はできないものの、

申立人が同社に勤務していたとの供述が得られたが、申立期間①に勤務

していたかについては明らかではない。 

しかし、当時の事業主は既に死亡しているため、現在の事業主に対し

ても照会を行ったが、供述を得ることはできず、雇用保険被保険者記録

も無いことから、申立人の申立期間①の勤務及び事業主による厚生年金

保険料の給与からの控除を確認することができなかった。 

 

２ 申立期間②については、有限会社Ｂ（現在は、Ｍ株式会社）における

当時の同僚に対して照会を行った結果、期間の特定はできないものの、

申立人が同社に勤務していたとの供述が得られたが、申立期間②に勤務

していたかについては明らかではない。 

しかし、当時の事業主は既に死亡しているため、現在の事業主に対し

ても照会を行ったが、供述を得ることはできず、雇用保険被保険者記録

も無いことから、申立人の申立期間②の勤務及び事業主による厚生年金

保険料の給与からの控除は確認することができなかった。 

一方、株式会社Ｃについて、同社が厚生年金保険適用事業所となった

のは、昭和 46 年 11 月１日からであり、申立期間②のうち 45 年 10 月１

日から 46 年９月 30 日までは厚生年金保険の適用事業所とはなっていな

い。 

また、当時の同社における同僚に対して照会を行った結果、期間の特

定はできないものの、申立人が同社に勤務していたとの供述が得られた

が、申立期間②に勤務していたかについては明らかではない。 

一方、同僚の供述によれば同社では、試用期間があったとしているこ

とから申立人に係る申立期間②についても試用期間であった可能性も考

えられる。 

しかし、同社は、既に解散しているため資料等が見当たらず、事業主

の所在が不明でもある上、雇用保険被保険者記録も無いことから、申立



                      

  

人の申立期間②の勤務及び事業主による厚生年金保険料の給与からの控

除並びに試用期間の可能性は確認することができなかった。 

 

３ 申立期間③について、Ｄ株式会社（現在は、Ｎ社）における当時の同

僚に対して照会を行った結果、期間の特定はできないものの、申立人が

同社に勤務していたとの供述が得られたが、申立期間③に勤務していた

かについては明らかではない。 

しかし、同社は、現在も存続しているものの、申立人に係る資料等が

保存されておらず、雇用保険被保険者記録も無いことから、申立人の申

立期間③の勤務及び事業主による厚生年金保険料の給与からの控除を確

認することができなかった。 

一方、株式会社Ｅについては、当時の同社における同僚に対して照会

を行った結果、期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務して

いたとの供述が得られたが、申立期間③に勤務していたかについては明

らかではない。 

しかし、同社は、既に解散しており、当時の資料等が見当たらず、申

立人の申立期間③の勤務及び事業主による厚生年金保険料の給与からの

控除を確認することができなかった。 

また、当時の事業主は、申立人については記憶が無いとするとともに、

従業員の社会保険加入に関しては、「適正に行っていた。在籍していた

のに加入させないということはあり得ない。」と供述している。 

さらに、申立人の株式会社Ｅに係る雇用保険被保険者記録は、社会保

険庁の厚生年金保険被保険者記録と合致しているほか、事業主による社

会保険庁の記録どおりの届出がされたものと推認される。 

 

４ 申立期間④について、株式会社Ｅにおける当時の同僚に対して照会を

行った結果、期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務してい

たとの供述が得られたが、申立期間④に勤務していたかについては明ら

かではない。 

しかし、同社は、既に解散しており、当時の資料等が見当たらず、申

立人の申立期間④の勤務及び事業主による厚生年金保険料の給与からの

控除を確認することはできなかった。 

また、当時の事業主は、申立人については記憶が無いとするとともに、

従業員の社会保険加入に関しては、「適正に行っていた。在籍していた

のに加入させないということはあり得ない。」と供述している。 

さらに、申立人の株式会社Ｅに係る雇用保険被保険者記録は、社会保

険庁の厚生年金保険被保険者記録と合致しているほか、事業主による社

会保険庁の記録どおりの届出がされたものと推認される。 



                      

  

一方、Ｆ株式会社（現在は、Ｏ社）については、当時の同社における

同僚に対して照会を行った結果、期間の特定はできないものの、申立人

が同社に勤務していたとの供述が得られたが、申立期間④に勤務してい

たかについては明らかではない。 

また、同社では、入社後３か月の試用期間があったとしていることか

ら、申立人に係る申立期間④の一部について試用期間であった可能性も

考えられる上、当該期間のすべての期間については国民健康保険の加入

期間であったことが確認できる。 

さらに、同社に保存されていた申立人に係る社会保険加入台帳の記録

は、社会保険庁の記録と一致しており、事業主により社会保険庁の記録

どおりの届出がされたものと認められる。 

加えて、申立人の同社に係る雇用保険被保険者記録も合致しているほ

か、同社における申立人の申立期間④の勤務及び事業主による厚生年金

保険料の給与からの控除を確認することができなかった。 

 

５ 申立期間⑤について、Ｆ株式会社（現在は、Ｏ社）における当時の同

僚に対して照会を行った結果、期間の特定はできないものの、申立人が

同社に勤務していたとの供述が得られたが、申立期間⑤に勤務していた

かについては明らかではない。 

しかし、同社に保存されていた申立人に係る社会保険加入台帳の記録

は、社会保険庁の記録と一致しており、事業主により社会保険庁の記録

どおりの届出がされたものと認められる。また、申立人の同社に係る雇

用保険被保険者記録とも合致しているほか、同社における申立人の申立

期間⑤の勤務及び事業主による厚生年金保険料の給与からの控除を確認

することができなかった。 

一方、Ｇ株式会社については、当時の同社における同僚に対して照会

を行った結果、期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務して

いたとの供述が得られたが、申立期間⑤に勤務していたかについては明

らかではない。 

しかし、同社は既に解散し、当時の事業主も死亡しているが、後任の

事業主が保存していた労働者名簿の記録は、社会保険庁の記録と合致し

ており、同社が加入していたＰ年金基金の記録（当時の届出は複写式の

届出書を使用）も合致していることから、事業主による社会保険庁の記

録どおりの届出がされたものと認められる。また、申立人に係る雇用保

険被保険者記録も、社会保険庁の厚生年金保険険被保険者記録と合致し

ているほか、申立人の申立期間⑤の勤務及び事業主による厚生年金保険

料の給与からの控除を確認することができなかった。 

 



                      

  

６ 申立期間⑥について、Ｇ株式会社における当時の同僚に対して照会

を行った結果、期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務し

ていたとの供述が得られたが、申立期間⑥に勤務していたかについて

は明らかではない。 

しかし、同社は既に解散し、当時の事業主も死亡しているが、後任の

事業主が保存していた労働者名簿の記録は、社会保険庁の記録と一致し

ており、事業主による社会保険庁の記録どおりの届出がされたものと認

められる。また、申立人に係る雇用保険被保険者記録も、社会保険庁の

厚生年金保険険被保険者記録と合致しているほか、申立人の申立期間⑥

の勤務及び事業主による厚生年金保険料の給与からの控除を確認するこ

とができなかった。 

一方、株式会社Ｈについては、当時の同僚に対して照会を行った結果、

期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務していたとの供述が

得られたが、申立期間⑥に勤務していたかについては明らかではない。 

しかし、同社で保存されていた申立人に係る厚生年金保険被保険者資

格取得確認通知書及び同資格喪失確認通知書により、事業主が社会保険

庁の記録どおりの届出をしたことが確認できる。また、雇用保険被保険

者記録も、社会保険庁の厚生年金保険被保険者記録と合致しているほか、

申立人の申立期間⑥の勤務及び事業主による厚生年金保険料の給与から

の控除を確認することができなかった。 

 

７  申立期間⑦について、株式会社Ｈにおける当時の同僚に対して照会

を行った結果、期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務し

ていたとの供述が得られたが、申立期間⑦に勤務していたかについて

は明らかではない。 

しかし、同社で保存されていた申立人に係る厚生年金保険被保険者資

格取得確認通知書及び同資格喪失確認通知書により、事業主が社会保険

庁の記録どおりの届出をしたことが確認できる。また、申立人に係る雇

用保険被保険者記録も社会保険庁の厚生年金保険被保険者記録と合致し

ているほか、申立人の申立期間⑦の勤務及び事業主による厚生年金保険

料の給与からの控除を確認することができなかった。 

一方、Ｉ株式会社については、当時の同僚に対して照会を行った結果、

期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務していたとの供述が

得られたが、申立期間⑦に勤務していたかについては明らかではない。 

しかし、同社では申立人に係る雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

が保存されているが、資格取得に係る資料は保存されていないため、申

立期間⑦の勤務を確認することはできないが、雇用保険被保険者資格喪

失確認通知書の記録は社会保険庁の厚生年金保険被保険者記録と合致し



                      

  

ているため、事業主は社会保険庁の記録どおりの届出をしたものと推認

される。 

また、雇用保険被保険者記録も、社会保険庁の厚生年金保険被保険者

記録と合致しているほか、申立人の申立期間⑦の勤務及び事業主による

厚生年金保険料の給与からの控除を確認することができなかった。 

 

８  申立期間⑧について、Ｉ株式会社における当時の同僚に対して照会

を行った結果、期間の特定はできないものの申立人が同社に勤務して

いたとの供述が得られたが、申立期間⑧に勤務していたかについては

明らかではない。  

しかし、同社では申立人に係る雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

が保存されており、社会保険庁の厚生年金被保険者記録の資格喪失日と

合致しているため、事業主は社会保険庁の記録どおりの届出をしたもの

と推認される。 

また、雇用保険被保険者記録も、社会保険庁の厚生年金保険被保険者

記録と合致しているほか、申立人の申立期間⑧の勤務及び事業主による

厚生年金保険料の給与からの控除を確認することができなかった。 

一方、Ｊ株式会社については、当時の同僚に対して照会を行った結果、

期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務していたとの供述が

得られたが、申立期間⑧に勤務していたかについては明らかではない。 

しかし、同社では、厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書及び同

資格喪失確認通知書が保存されており、事業主が社会保険庁の記録どお

りの届出を行ったことが確認できる。また、雇用保険被保険者記録も、

社会保険庁の厚生年金保険被保険者記録と合致しているほか、申立人の

申立期間⑧の勤務及び事業主による厚生年金保険料の給与からの控除を

確認することができなかった。 

 

９  申立期間⑨について、Ｊ株式会社における当時の同僚に対して照会を

行った結果、期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務してい

たとの供述が得られたが、申立期間⑨に勤務していたかについては明ら

かではない。 

しかし、同社では、厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書及び同

資格喪失確認通知書が保存されており、事業主が社会保険庁の記録どお

りの届出を行ったことが確認できる。また、雇用保険被保険者記録も、

社会保険庁の厚生年金保険被保険者記録と合致しているほか、申立人の

申立期間⑨の勤務及び事業主による厚生年金保険料の給与からの控除を

確認することができなかった。 

一方、Ｋ株式会社については、当時の同僚に対して照会を行った結果、



                      

  

期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務していたとの供述が

得られたが、申立期間⑨に勤務していたかについては明らかではない。 

しかし、同社で保存されていた申立人に係るタイムカード及び所得税

の源泉徴収簿では、申立期間中の平成６年 10 月 27 日の入社が確認でき

るが、同社では、入社から１週間は試用期間としていたとの供述があり、

厚生年金保険の加入日は、その供述と符合する。また、雇用保険被保険

者記録も、社会保険庁の厚生年金保険被保険者記録と合致しているほか、

申立人の申立期間⑨の勤務及び事業主による厚生年金保険料の給与から

の控除を確認することができなった。 

 

10 申立期間⑩について、Ｋ株式会社における当時の同僚に対して照会を

行った結果、期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務してい

たとの供述が得られたが、申立期間⑩に勤務していたかについては明ら

かではない。 

しかし、同社で保存されていた申立人に係るタイムカードには、平成

６年 12 月 26 日の打刻が最後となっており、同日が退職日であったこと

が推認される。また、雇用保険被保険者記録も、社会保険庁の厚生年金

保険被保険者記録と合致しているほか、申立人の申立期間⑩の勤務及び

事業主による厚生年金保険料の給与からの控除を確認することができな

かった。 

一方、Ｌ株式会社については、当時の同僚に対して照会を行った結果、

期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務していたとの供述が

得られたが、申立期間⑩に勤務していたかについては明らかではない。 

しかし、同社では、申立人に係る従業員名簿、厚生年金保険被保険者

資格取得確認通知書及び同資格喪失確認通知書が保存されており、入退

社日の日付が一致していることから、事業主による社会保険庁の記録ど

おりの届出が行われたことが認められる。また、Ｑ年金基金及び雇用保

険被保険者記録も、社会保険庁の厚生年金保険被保険者記録と一致及び

合致しているほか、申立人の申立期間⑩の勤務及び事業主による厚生年

金保険料の給与からの控除を確認することができなかった。 

 

11 このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無

い。 

 

12 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険の被保険者としてすべての申立期間に係る

厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2323 

 

第１ 委員会の結論 

    申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名  ： 女 

 基礎年金番号  ：  

 生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

 住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 51 年４月 26 日から 53 年８月 26 日まで 

             ② 昭和 54 年２月 22 日から 55 年１月 27 日まで               

    昭和 51 年４月 26 日から 53 年８月 26 日にかけてＡとして働いていた

Ｂ院での給料は、自分の記憶によると 10 万円から 20 万円だったはずな

のに社会保険庁の記録している標準報酬月額が、実際の給料と比べ低額

であった。 

    また、同じくＡとしてＣ区のＤ院に勤務していた昭和 54 年２月 22 日

から 55 年１月 27 日までの期間についても、自分の記憶では 20 万円で

あった給料に比べ、社会保険庁の標準報酬月額の記録は低額であった。

正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ｂ院にＡとして勤務していたと主張

しているが、Ｅの資格取得を目的に、同病院に併設された「Ｆ」が保管

する申立期間当時の名簿「Ｇ」（昭和 51 年４月から 53 年３月まで在籍

した 24 人の記録）に申立人及び申立人が記憶している二人の同僚の記

録が確認できる上、そのうちの一人を含む複数の同僚は、在学中は

「Ｈ」であったと供述していることから、申立期間①のうち、51 年４

月から 53 年３月までの期間はＡではなかったことが確認できる。 

また、上記名簿に記録がある 23 人について、社会保険庁のオンライ

ン記録である同病院の「被保険者記録照会回答票」及び同庁が保管する

同病院の「事業所別健康保険厚生年金保険被保険者名簿」によると、昭

和 51 年４月から 53 年８月までの期間について、標準報酬月額の記録は、



                      

  

申立人とほぼ同額であることが確認でき、申立人の標準報酬月額だけが

同僚の取扱いと異なり、低額であるという事情は見当たらない。 

さらに、申立期間①に在籍していた同職種（Ａ、Ｅ、Ｈ）の複数の同

僚は、「給与月額についてはっきり記憶していないが、社会保険庁の標

準報酬月額の記録と自分の給与月額に差異はないと思う。」と供述して

いる。 

加えて、社会保険庁の保管する同病院の「事業所別健康保険厚生年金

保険被保険者名簿」を見ても、標準報酬月額が遡及
そきゅう

されて訂正された痕

跡は認められない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｄ院にＡとして勤務していたと主

張しているが、同財団が保管する人事記録の「職名」欄には、Ｅと記

録され、退職時までにＡに昇格した記載も無いことから、申立期間②

においては、Ｅとして同病院に勤務していたことが確認できる。 

また、上記人事記録の「給与表」欄には、基本給及び諸手当が採用

時から給与改定、昇格、定期昇給がある度に時系列で記載されており、

残業及び夜勤手当の額を除く給与月額が確認できるが、残業及び夜勤

手当の概算額を加算した給与月額は、申立人が主張する額を下回る上、

社会保険庁が保管する同財団の「事業所別健康保険厚生年金保険被保

険者名簿」における申立人の標準報酬月額とほぼ同額であることが確

認できる。 

さらに、申立人と同時期に就職した同職種の同僚５人の人事記録に

おける「給与表」欄に記載された基本給と諸手当の合計額を比較する

と、申立人とほぼ同額であることが確認でき、申立人の基本給と諸手

当の合計額のみが同僚の取扱いと異なり、低額であるという事情は見

当たらない。 

加えて、申立期間②に同財団に在籍していた同職種（Ａ、Ｅ、Ｈ）

の複数の同僚は、「給与月額についてはっきり記憶していないが、社

会保険庁の標準報酬月額の記録と自分の給与月額に差異はないと思

う。」と供述しているほか、社会保険庁の保管する同財団の「事業所

別健康保険厚生年金保険被保険者名簿」を見ても、標準報酬月額が

遡及
そきゅう

されて訂正された痕跡は認められない。 

 

３ このほか、申立人の両申立期間において、申立人が主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は無い。 

 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す



                      

  

ると、申立人が両申立期間において厚生年金保険被保険者として、そ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を各事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2324 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 月生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年６月 25 日から同年９月 30 日まで 

② 昭和 45 年９月 30 日から同年 12 月１日まで 

        Ａ株式会社に昭和 41 年８月１日から 45 年９月 30 日まで正社員とし

て勤務していたが、社会保険庁の記録によると、厚生年金保険被保険者

記録が 41 年８月１日から 45 年６月 25 日までとなっていた。その後に

義理の父が経営する有限会社Ｂに同年９月 30 日から 58 年 11 月 19 日ま

で勤務したが、社会保険庁の記録は 45 年 12 月２日から 58 年 11 月 19

日までとなっていた。私は継続して勤務していた。納得できないので調

査して厚生年金保険の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、同僚の供述から、期間は特定できないもの

の、申立人は申立期間①当時、Ａ株式会社において勤務していたこと

は推認される。 

また、Ａ株式会社は、昭和 45 年９月 30 日に厚生年金保険の適用事

業所ではなくなっており､申立期間①当時の従業員に係る賃金台帳等の

資料は無く当時の事業主は既に死亡しており、かつ、商業登記簿を調

査するも保存年限経過のため保存されていないことから、事業主から

申立人の申立期間①に係る保険料控除の事実をうかがわせる供述及び

関連資料等を得ることはできなかった。 

そこで、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において昭和 45 年９月 30 日以前に同社に入社し、在籍した元同

僚７人について照会したところ、４人から回答があり、そのうちの一

人は「申立期間①当時、私は現場責任者で、それぞれの班単位で親会



                      

  

社から仕事を請負っていた。また、社会保険の加入は、班単位で加入

しており、私の班では、45 年ごろに事業所での社会保険の加入は、希

望者のみに変更された。」と供述している。 

さらに、社会保険事務所が保管する厚生年金保険の被保険者名簿か

ら厚生年金保険の資格喪失年月日が、申立人と同じ昭和 45 年６月 25

日である同僚４人が、申立人と申立期間①当時同じ班に属していたか

を申立人に聴取したところ、申立人は、「二人は確かに同じ班に属し

ていたが、他の二人は思い出せない。」と供述していることから、申

立人を含む当該同僚二人は、事業所では同じ班であり､事業所での社会

保険の加入について、申立人の所属していた班については、同年６月

25 日に変更されたものと推認される。 

加えて、申立人の当該事業所における雇用保険の被保険者記録は無

い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につ

いては、申立人には具体的な記憶は無く、申立てに係る事実をうかが

わせる関連資料及び周辺事情も見当たらない。                        

     

２ 申立期間②については、同僚の供述から、期間は特定できないもの

の、申立人は申立期間②当時、有限会社Ｂに勤務していたことは推認

される。 

 また、有限会社Ｂは、昭和 58 年 11 月 19 日に厚生年金保険の適用事

業所ではなくなっており、申立期間②当時の従業員に係る賃金台帳等

の資料は無く、当時の事業主は既に死亡しており、かつ、商業登記簿

を調査するも保存年限経過のため保存されていないことから､事業主か

ら申立人の申立期間②に係る保険料控除の事実をうかがわせる供述及

び関連資料等を得ることはできなかった。 

さらに、申立人の雇用保険の加入記録では昭和 45 年 11 月１日から

となっているが、社会保険庁の記録によると、有限会社Ｂが初めて社

会保険の適用事業所になったのは、同年 12 月２日であることが確認で

き、同日に同事業所において厚生年金保険被保険者となった３人の同

僚、及び同日以降に被保険者となった同僚二人に､申立期間②当時事業

所が社会保険に加入する前の自身の社会保険料について照会したとこ

ろ、回答があった二人の同僚は申立人と一緒に勤務していたと供述し

ているが、自身の記録は同年５月から 58 年 11 月までの厚生年金保険

被保険者としての加入記録は無く、申立人と一緒に勤務していたと供

述しているもう一人の同僚も自身の加入記録は 45 年９月 30 日から同

年 12 月１日までの被保険者としての加入記録が無い上、二人の同僚は

保険料控除については覚えていない旨の供述をしている。 



                      

  

加えて､有限会社Ｂは、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いる上、事業主も亡くなっており、かつ、法人登記の記録も確認でき

ず事業も廃止されているため､当時の関係者の所在も判明しないことな

どから、有限会社Ｂが適用事業所となる前に、事業主によって、申立

人の給与から厚生年金保険料を控除したか否かが確認することができ

ない。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生

年金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。   



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2325 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 38 年 12 月６日から 39 年２月６日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、昭和

38 年 12 月６日から 39 年２月６日までの間の記録が漏れていた。その

間はＡ会又はＢ社のどちらかに働いていたので、正しい記録に訂正して、

漏れた期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間において、Ａ会又はＢ社のいずれかに勤務し、両

事業所のどちらかにおいて厚生年金保険の被保険者であったと主張して

いるが、申立人の供述からも、申立期間に勤務していた事業所を特定す

ることができなかった。 

そこで、申立期間当時にＡ会において厚生年金保険の被保険者であっ

た３人の同僚に照会を行ったところ、うち一人からは、申立人が退職し

たという噂を、申立期間当時に聞いたことがあるとの供述がされた上、

照会した同僚の全員から、申立人が、申立てをしている期間当時に、申

立人の姿を見た記憶が無いと供述があり、当該事業所の同僚からは、申

立人の勤務実態の確認ができない。 

また、Ａ会に照会したところ、40数年前の職員に関する人事記録等の

関連資料は既に無くなっており、かつ、当時の事務担当者の所在も分か

らないことから、申立人の勤務実態を確認することができないとした上、

申立期間当時の給与台帳等も保存されていないので、事業主によって、

申立人の給与から厚生年金保険料を控除したことを確認することができ

ないとしている。 

さらに、申立人の、申立てに係るＡ会における厚生年金保険被保険者



                      

  

の記録は、社会保険事務所が保管する被保険者原票に、資格取得日が昭

和38年７月１日、資格喪失日が同年12月６日と記録されていることが確

認できるが、当該記録には訂正等の痕跡が認められないことから、事業

主の届出どおりに記録されているものと認められる。 

このほか、申立人に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資

料及び周辺事情は無い。 

 

２ 申立人は、申立期間内のいつからＢ社に勤務したのか特定できないも

のの、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所（昭和39年２月６日）

となる前から勤務していたと主張している。 

そこで、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となった当時、同事

業所において厚生年金保険被保険者であった３人の同僚に照会したとこ

ろ、申立人の申立期間当時に、申立人が勤務していたことを全員が覚え

ていないと供述していることから、当該申立期間における、申立人の勤

務実態を同僚から確認することができない。 

また、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、

事業主も亡くなっており、かつ、法人登記の記録も確認できず事業も廃

止されているため、当時の関係者の所在も判明しないことなどから、Ｂ

社が適用事業所となる前に、事業主によって、申立人の給与から厚生年

金保険料を控除したか否か確認することができない。 

さらに、前述した同僚の一人が、適用事業所になる前の昭和38年９月

に入社したが、39年２月６日に初めて健康保険証を受け取り、次の給料

から厚生年金保険料を控除されるようになったと供述していることから、

当該事業所では適用事業所となる前に、事業主によって給与から厚生年

金保険料の控除は行われていなかったと推認される。 

加えて、申立人の、申立てに係るＢ社における厚生年金保険被保険者

の記録は、社会保険事務所が保管する被保険者原票に、資格取得日が昭

和39年２月６日、資格喪失日が同年４月１日と記録されていることが確

認できるが、当該記録には訂正等の痕跡が認められないことから、事業

主の届出どおりに記録されているものと認められる。 

このほか、申立人に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資

料及び周辺事情は無い。 

 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する 

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2326 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19 年８月 28 日から 20 年４月 30 日まで 

                （Ａ社） 

                          ②  昭和 20 年 10 月５日から 21 年 11 月 10 日まで 

                （株式会社Ｂ） 

                     ③ 昭和 22 年１月 10 日から 23 年６月 15 日まで 

                （Ｃ株式会社） 

             ④ 昭和 28 年６月２日から 30 年７月 10 日まで 

                （株式会社Ｄ） 

             ⑤ 昭和 31 年５月 10 日から 32 年６月 12 日まで 

                （Ｅ株式会社） 

             ⑥ 昭和 32 年６月 15 日から 33 年８月 25 日まで 

                （Ｆ株式会社） 

             ⑦ 昭和 33 年８月 30 日から 34 年８月 14 日まで 

                （Ｇ株式会社） 

             ⑧ 昭和 37 年４月 10 日から 38 年２月 12 日まで 

                （Ｈ株式会社） 

    私は、上記申立期間に、それぞれの会社に勤務し、厚生年金保険料を

控除されていたはずなので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人の兄の供述から、期間の特定はできな

いものの、申立人がＡ社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所としての記録が確



                      

  

認できない上、同社の所在地を管轄している法務局に照会したものの、

同社の商業登記簿の記録は確認できなかった。 

また、Ａ社の事業主と確認できた者の家族からは、事業主は既に亡

くなっており、資料も無いため申立てに関しては不明との供述であっ

た。 

さらに、Ａ社についてＩ会、Ｊ係、Ｋ所、Ｌ市役所及びＭ係に照会

したが、申立内容に関係するような供述を得ることはできなかった。 

加えて、申立人が記憶し所在の確認できた同僚からも、申立人の厚

生年金保険への加入をうかがわせるような供述を得ることはできなか

った。 

なお、申立人がＡ社の元請事業所であったと供述しているＮ株式会

社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿も確認したが、申立人の被保

険者記録は確認できず、同社の事業継承会社であるＯ株式会社からも

申立てに係る供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除さ

れたことが確認できる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間②については、申立人の兄の供述から、期間の特定はでき

ないものの、申立人が株式会社Ｂに勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、株式会社Ｂは厚生年金保険の適用事業所としての記

録が確認できない上、同社の所在地を管轄している法務局に照会した

ものの、同社の商業登記簿の記録は確認できなかった。 

また、株式会社ＢについてＩ会、Ｊ係、Ｋ所、Ｌ市役所及びＭ係に

照会したが、申立内容に関係するような供述を得ることはできなかっ

た。 

さらに、申立人が記憶する同僚の所在は確認できず、照会すること

ができなかった。 

加えて、申立人が株式会社Ｂの元請事業所であったと供述している

Ｎ株式会社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿も確認したが、申立

人の被保険者記録は確認できず、同社の事業継承会社であるＯ株式会

社からも申立てに係る供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除さ

れたことが確認できる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

 

３ 申立期間③については、申立人の兄の供述から、期間の特定はでき

ないものの、申立人がＣ株式会社に勤務していたことはうかがえる。 

   しかしながら、社会保険事務所が保管するＣ株式会社の健康保険厚



                      

  

生年金保険被保険者名簿によると、同社は昭和 24 年 10 月１日に厚生

年金保険の適用事業所となったことが確認でき、申立期間③当時は適

用事業所となっていない上、同日より前に厚生年金保険に加入してい

る者は確認できない。 

また、事業主は、申立人の人事記録、賃金台帳等は保存していない

と回答しており、同僚等の供述も得られず、かつ、申立人が記憶して

いる元同僚一人も約１年前に亡くなっているためにその供述を得るこ

とができない上、当該同僚は同社の上記被保険者名簿に見当たらない。 

このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除さ

れたことが確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

     

４ 申立期間④については、申立人の知人の供述から、期間の特定はで

きないものの、申立人が株式会社Ｄに勤務していたことはうかがえる。 

    しかしながら、株式会社Ｄは厚生年金保険の適用事業所としての記録

が確認できない上、同社の所在地を管轄している法務局に照会したも

のの、同社の商業登記簿の記録は確認できなかった。 

また、申立人が記憶する同僚の所在は確認できず、照会することが

できなかった。 

   さらに、株式会社Ｄと同じＰ区に所在し、商号が類似した有限会社

Ｑの当時の事業主、役員及び関係者にも照会したが、申立人について

の供述を得ることはできなかった。 

   加えて、有限会社Ｑも厚生年金保険の適用事業所としての記録が確

認できない。 

このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除さ

れたことが確認できる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

 

５ 申立期間⑤については、申立人の知人の供述から、期間の特定はで

きないものの、申立人がＥ株式会社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｅ株式会社は厚生年金保険の適用事業所としての記

録が確認できない上、同社の所在地を管轄している法務局に照会した

ものの、同社の商業登記簿の記録は確認できなかった。 

また、申立人が記憶し所在の確認できた同僚からも、申立人の厚生

年金保険への加入をうかがわせるような供述を得ることはできなかっ

た。 

さらに、Ｅ株式会社と同じＲ区に所在した厚生年金保険適用事業所

のＳ有限会社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿を確認し

たが、申立人の被保険者記録は無く、健康保険の整理番号も連番で欠

番の無いことが確認できる。 



                      

  

加えて、Ｓ有限会社の事業主及び同僚等の証言を得ることはできな

かった。 

    このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除され

たことが確認できる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

 

６ 申立期間⑥については、申立人の知人の供述から、期間の特定はで

きないものの、申立人がＦ株式会社に勤務していたことはうかがえる。 

    しかしながら、Ｆ株式会社は厚生年金保険の適用事業所としての記録

が確認できない上、同社の所在地を管轄している法務局に照会したも

のの、同社の商業登記簿の記録は確認できなかった。 

    また、申立人が記憶する同僚の所在は確認できず、照会することがで

きなかった。 

さらに、Ｆ株式会社についてＴ課及びＵ業事務係に照会したが、申

立期間当時の資料は何も無く、同社が事業所として存在したかどうか

不明との回答であった。 

     このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除さ

れたことが確認できる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

  

７ 申立期間⑦については、申立人の知人の供述から、期間の特定はで

きないものの、申立人がＧ株式会社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｇ株式会社は厚生年金保険の適用事業所としての記

録が確認できない上、同社の所在地を管轄している法務局に照会した

ものの、同社の商業登記簿の記録は確認できなかった。 

また、申立人が記憶する同僚の所在は確認できず、照会することが

できなかった。 

    さらに、Ｇ株式会社と同じＶ区に所在し、商号が類似したＷ株式会社

に照会したが、同社の事業主からは、社員名簿等に申立人の記載は無く、

当時の資格取得届なども残されていないために不明との回答があった。 

加えて、社会保険事務所が保管するＷ株式会社の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿には申立人の被保険者記録は無く、健康保険の整理

番号も連番で欠番の無いことが確認できる。 

このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除さ

れたことが確認できる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

 

８ 申立期間⑧については、申立人の知人の供述及び申立人が業務内容

を具体的に記憶していることから、期間の特定はできないものの、申

立人がＨ株式会社（現在は、Ｘ株式会社）に勤務していたことはうか

がえる。 



                      

  

しかしながら、社会保険事務所が保管するＨ株式会社の健康保険厚

生年金保険被保険者名簿には申立人の被保険者記録は無く、健康保険

の整理番号も連番で欠番の無いことが確認できる。 

また、申立人は、Ｈ株式会社では班長の指揮下で勤務していたと供

述しているが、同社で昭和 38 年２月から勤務している事務担当者から

は、ⅰ）当時、班長の指揮下で多くの請負作業員（「受け取り」と呼

称していた。）がＹで就労していたのは事実であること、ⅱ）班長は

正社員として厚生年金保険に加入していたが、班長の責任で集めた請

負作業員は正社員でないために厚生年金保険には加入していなかった

との供述であった。 

さらに、Ｈ株式会社は申立人に係る人事記録、賃金台帳等は保存し

ておらず、同僚への照会に回答のあった複数の同僚からは申立てを裏

付けるような回答は得られなかった。 

このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除さ

れたことが確認できる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

 

９ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る

厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2327 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 60 年 10 月１日から平成５年９月 18 日まで 

（株式会社Ａ） 

             ② 平成６年２月８日から８年８月 16 日まで  

               （Ｂ株式会社）  

             ③ 平成 17 年１月１日から同年６月１日まで 

               （Ｃ株式会社） 

             ④ 平成 17 年６月７日から 19 年４月 16 日まで 

               （Ｂ株式会社） 

    社会保険事務所で厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、申立

期間①から④までの標準報酬月額が給与明細書に記載された給与支給金

額、及び預金通帳に記載された給与振込額と大きな相違があるので調査

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は給与明細書等の確認できる資料は無い

ものの、申立期間当時、株式会社Ａでは役員として月額 50 万円の給与

を受け取っていたとして、社会保険庁の標準報酬月額 44 万円の記録は

低額過ぎると主張している。 

しかしながら、事業主から提出された申立人の昭和 61 年１月から平

成５年９月までの期間の「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」により、

申立人の同社における毎月の給与総支給金額は、昭和 61 年１月から平

成４年８月までは 45 万 2,000 円、同年９月から５年９月までは 40 万

7,000 円であったことが確認できる。 



                      

  

また、当該徴収簿に記載されている申立人の毎月の社会保険料控除額

（健康保険料及び厚生年金保険料の合算額）は、上記社会保険庁の標準

報酬月額 44 万円に申立期間当時の健康保険料率と厚生年金保険料率を

各々乗じて合算した金額と見合っていることが確認できる。 

なお、申立期間①のうち、昭和 60 年 10 月から同年 12 月までについ

ては、事業主も申立人に係る当該徴収簿を保存していないが、上述した

61 年１月以降の毎月の給与総支給金額（45 万 2,000 円）からして、事

業主は 60 年 10 月１日の定時決定において申立人の標準報酬月額を 44

万円と届け出たものと考えるのが自然であることから、当該３か月間の

社会保険料控除額も 61 年１月から同年９月までと同額であったものと

推認できる。 

さらに、同僚照会に回答のあった元同僚二人からは、申立人の申立て

を裏付けるような供述は得ることができなかった。 

 

２ 申立期間②及び④について、申立人は、Ｂ株式会社でＤとして勤務し

ていたが、預金通帳の給与振込額（申立期間②における最高の給与振込

額は平成６年 12 月 22 日の 46 万 8，145 円）及び給与明細書（申立期間

④における最高の給与総支給金額は 17 年 12 月分の 42 万 1，733 円）で

確認できる給与総支給金額に比して、採用時の標準報酬月額 24 万円や

その後の標準報酬月額 38 万円及び 41 万円の記録は低額過ぎると主張し

ている。 

しかしながら、事業主はＤの標準報酬月額については、ⅰ）厚生年金

保険被保険者資格取得時は、歩合給の標準報酬月額への反映が難しいた

め社会保険事務所と協議の上、平成６年ころの同社の平均給与額である

24 万円をもって一律に届け出ていること、ⅱ）歩合給の標準報酬月額

への正確な反映は、その後の定時決定において行っていること、ⅲ）６

年以降 21 年９月現在まで、給与体系の変更や平均給与額に大きな変動

が無いことから、現在もこれまでどおり、資格取得時は 24 万円で届け

出ていると回答しており、申立人の場合、６年 10 月及び 18 年９月の定

時決定で標準報酬月額を 38 万円に、７年 10 月の定時決定で標準報酬月

額を 41 万円に変更されていることが確認できる（17 年は６月採用のた

め、Ｂ株式会社では申立人の定時決定は行っていない）。 

また、事業主が提出した賃金台帳により、事業主は申立人の給与から

標準報酬月額 24 万円、38 万円及び 41 万円に見合った厚生年金保険料

を控除していることが確認できる。 

  さらに、申立人と同時期にＢ株式会社で厚生年金保険被保険者資格を

取得している 16 人の同僚の標準報酬月額は、いずれも 24 万円で届け出

られていることが確認できる。 



                      

  

  このほか、同僚照会に回答のあった元同僚４人からは、申立人の申立

てを裏付けるような回答は得ることができなかった。 

 

３ 申立期間③について、申立人は、Ｃ株式会社（現在は、Ｅ株式会社）

でＤとして勤務していたが、給与明細書で確認できる給与総支給金額の

約 29 万円から 32 万円に比して、採用時の標準報酬月額 22 万円の記録

は低額過ぎると主張している。 

しかしながら、事業主は、Ｄの厚生年金保険被保険者資格取得時の標

準報酬月額は一律 22 万円で社会保険事務所に届け出ていると回答して

おり、申立人と同時期にＣ株式会社で厚生年金保険被保険者資格を取得

している５人の同僚の標準報酬月額は、いずれも 22 万円で届け出られ

ていることが確認できる 

また、事業主が提出した賃金台帳により、事業主は申立人の給与から

標準報酬月額 22 万円の厚生年金保険料を控除していることが確認でき

る。 

さらに、同僚照会に回答のあった元同僚一人からは、申立人の申立て

を裏付けるような供述は得ることができなかった 

 

４ このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無

い。 

 

５ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、すべての申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2328 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年６月３日から 36 年６月３日まで 

             ② 昭和 38 年５月 30 日から同年８月 15 日ごろまで              

             ③ 昭和 38 年８月 25 日ごろから同年 10 月１日まで 

社会保険庁の記録によると、申立期間①のＡ株式会社の厚生年金保険

被保険者資格取得日は昭和 36 年６月３日となっているが、入社したの

は 35 年４月４日で、２か月間の試用期間を経て同年６月３日に正社員

になったので同年６月３日から 36 年６月３日まで、申立期間②のＢ株

式会社の厚生年金保険被保険者資格喪失日は 38 年５月 30 日となってい

るが、同年８月 14 日ころまで勤務していたので同年５月 30 日から同年

８月 15 日ころまで、申立期間③の合名会社Ｃ（現在は、株式会社Ｄ）

の厚生年金保険被保険者資格取得日は 38 年 10 月１日となっているが、

同社に入社したのは同年８月 25 日ころであるので同日ころから同年 10

月１日までの各期間について、それぞれ厚生年金保険被保険者であった

ことを認めてほしい。       

また、申立期間③と一部重複してＡ株式会社に厚生年金保険被保険者

記録があるが、同社に二度は勤務していないので、併せてこの記録につ

いても訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人はＥとしてＡ株式会社に勤務していたと

主張するが、事業主は当時の資料が無く不明と供述している上、申立人

は、同僚等の氏名を記憶していないことから、同社の社会保険事務所の

記録から申立期間①に被保険者であったことが確認できる複数の同僚に

照会したが、申立人の申立期間①に係る勤務実態及び厚生年金保険料の



                      

  

控除について供述を得ることはできなかった。 

 また、複数の元同僚は、試用期間について０か月、３か月、６か月と

それぞれ相違する供述をしており、かつ、厚生年金保険にまったく未加

入の者もいたとする供述もあった。 

さらに、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者名

簿の申立期間①における申立人の氏名は見当たらない上、被保険者資格

取得後の記録に不審な点は無く、社会保険庁のオンライン記録と一致し

ている。 

加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

 

 ２ 申立期間②について、申立人はＥとしてＢ株式会社に勤務していたと

主張するが、事業主は当時の資料が無く不明と供述している上、申立人

は同僚等の氏名を記憶していないことから、同社の社会保険事務所の記

録から申立期間②に被保険者であったことが確認できる複数の同僚に照

会した結果、二人の同僚から退職日の特定はできないものの、勤務して

いたことをうかがわせる供述が得られた。 

しかし、申立人の申立期間②に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について具体的な供述を得ることはできなかった。 

また、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者名簿

における申立人の同社の記録に不審な点は無く、社会保険庁のオンライ

ン記録と一致している。 

さらに、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

 

３ 申立期間③について、申立人は商品管理担当及び配送員として合名会

社Ｃに勤務していたと主張する。 

しかし、申立人が実際に勤務した事業所は、合名会社Ｃと他の３事業

所で設立されたＦ組合であり、同組合が厚生年金保険の適用事業所でな

かったため、同組合理事長が申立人を合名会社Ｃにおいて被保険者資格

を取得させたものと申立人及び同僚の供述から推認されるが、同組合は

既に解散し、理事長も他界していることから、当時の勤務実態及び厚生

年金保険料控除について確認することができない。 

また、合名会社Ｃは、当時の資料が無く不明と供述している上、申立

人が、姓のみ覚えている同僚二人のうち同社の社会保険事務所の記録か

ら確認できた同僚と思われる一人に照会したが、回答は得られなかった。 

さらに、社会保険事務所が保管する合名会社Ｃの健康保険厚生年金保

険被保険者名簿に申立人の氏名は見当たらない上、被保険者資格取得後



                      

  

の記録に不審な点は無く、社会保険庁のオンライン記録と一致している。 

加えて、申立人が申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

 

４ 申立期間③に関連して、申立人は、Ａ株式会社における昭和 38 年８

月１日から同年 12 月 20 日までの厚生年金保険被保険者記録が合名会社

Ｃにおける被保険者期間と一部重複していることについて、Ａ株式会社

には再就職していないとして当該被保険者期間の訂正を申し立てている。 

Ｄの勤務形態等から２か所の事業所に同時に勤務することは通常考え

難いほか、申立人の合名会社Ｃにおける勤務時期及び勤務内容等につい

ての供述には説得力が感じられる。 

しかしながら、両事業主は資料が無く確認できないため事実関係は不

明であると供述している上、社会保険事務所が保管する両社の健康保険

厚生年金保険被保険者名簿における申立人のいずれの被保険者資格取得

日及び喪失日の記録に不審な点は無く、社会保険庁のオンライン記録と

も一致していることから、申立人の主張を認めてＡ株式会社における被

保険者記録を訂正することはできない。 

 

５ このほか、申立人のすべての申立期間における勤務状況及び厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   

６ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る厚生

年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2330 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和38年４月１日から43年８月１日まで 

    有限会社Ａ退職の際に社長の奥様から「将来年金がもらえるようにな

るから今後のために大事に持っていなさい。これからは自分でかけなさ

い。」と言われ、厚生年金保険被保険者証をもらった。退職後、私は、

すぐに独立したため、多忙だったので、そのまま現在に至るまで被保険

者証を見ることも確認することも無かったのだが、ねんきん特別便を見

ると、同社で勤務した５年間のみ脱退手当金をもらったこととなってお

り、おかしい。私は絶対に請求していないので、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示

が記されているとともに、申立人が保有している厚生年金保険被保険者証

にも「脱」の印が押されている。 

また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に勤務していた有限会社Ａの被保険者資格喪失日である昭和43年８月１

日から約１か月後の同年９月13日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても、請求・受給した記憶が無いというほか

に脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2331 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和９年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 25 年４月 12 日から同年７月４日まで 

② 昭和 25 年７月４日から 31 年 12 月 29 日まで 

昭和 25 年４月からＡ組合に就職し、31 年 12 月まで働いた。社会保

険事務所で確認したところ、同組合の被保険者期間については脱退手

当金を受け取ったことになっていたが、自分で脱退手当金を請求した

ことも脱退手当金を受け取ったことも無い。また、資格取得日が 25 年

７月４日になっていたが、同年４月から勤めていたので３か月の空白

があるのはおかしい。調査と記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、

所在を確認することができた唯一の同僚の記憶は曖昧
あいまい

であるため、申立

内容に係る事実を裏付ける供述は得られなかった。 

また、Ａ組合は昭和 34 年１月にＢ組合に編入されているところ、同

組合に確認しても、人事記録等申立てに関する資料は無い。 

さらに、社会保険業務センターが保管している申立人の厚生年金保険

被保険者台帳には、Ａ組合における申立人の資格取得日が昭和 25 年７

月４日と記されている。 

加えて、社会保険事務所が保管するＡ組合に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿を確認したところ、同組合が適用事業所となったのは昭

和 24 年５月１日であり、同日以降 25 年７月４日より前に申立人が資格

を取得した記録は無い。 



                      

  

なお、Ａ組合において申立人が事業主により給与から申立期間①に係

る厚生年金保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資

料は無い。 

このほか、申立内容に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は

無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

２ 申立期間②については、社会保険業務センターが保管している申立人

の厚生年金保険被保険者台帳に脱退手当金の支給年月日、支給金額など、

支給されていることを意味する表示が記されているとともに、申立期間

の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年

金保険資格喪失日から約２か月後の昭和 32 年２月 12 日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金制度創設

前であり、申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険への加入歴が無い

申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立

人から聴取しても請求及び受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2332 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認める

ことはできない。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏 名 : 女  

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和22年生 

住 所 :  

 

２   申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ①  昭和38年４月１日から45年12月29日まで 

②  昭和52年７月27日から53年６月21日まで 

申立期間①について、社会保険事務所で脱退手当金を受け取ってい

ると言われ、私が署名した書類があるかと尋ねたところ「何も無い」と

回答があった。脱退手当金を受け取った記憶も無いことから納得がいか

ないので申立てに至った。 

また、申立期間②については、次の会社に就職をする直前までＡ株

式会社に勤務していたはずであるのに、厚生年金保険被保険者期間が３

か月しか無いことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人の厚生年金保険被保険者原票には、脱

退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立

期間①に係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約11か月後の昭和46年11月30日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはでき

ない。 



                      

  

 

２ 申立期間②については、申立人はＡ株式会社で約１年間勤務していた

と主張しているところ、同僚一人から、申立人が申立期間②の一部期間

において、当該事業所に勤務していたとの供述は得られた。 

しかし、事業主によれば、賃金台帳及び人事記録は保存期間満了によ

り既に廃棄済みであるとしていることから、申立人の申立期間②に係る

保険料控除の事実をうかがわせる供述及び関連資料を得ることができな

い。 

また、厚生年金保険被保険者名簿に記載されている申立人の被保険者

資格取得日及び喪失日は、オンライン記録とも一致している。 

さらに、雇用保険の被保険者台帳全記録トレーラーから、申立人の雇

用保険離職日は昭和 52 年７月 26 日であることが確認できる上、厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与

明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

なお、申立人の生年月日が昭和 23 年２月 15 日と記録されていること

について、他の被保険者との錯綜も考えられることから、当該事業所に

おいて生年月日が 22 年２月 15 日の厚生年金保険被保険者二人、23 年２

月 15 日の被保険者一人について、それぞれの厚生年金保険被保険者資

格取得日と喪失日を調査したが、申立人の申立期間②に係る記録の訂正

及び改ざんをうかがわせる記録の確認はできなかった。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2333 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 12 月 31 日から 41 年１月１日まで 

昭和 39 年２月１日に有限会社Ａに入社し、40 年 12 月 31 日まで勤め

ていたと思われるが、社会保険事務所で確認したところ、申立期間の厚

生年金保険加入記録が空白となっていた。申立期間について、厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 40 年 12 月 31 日まで有限会社Ａに勤務していたとして

いるが、当時の事業主は既に死亡しており、また、現在の事業主は申立て

に係る調査について、当時の資料が無く不明と回答しているため、当時の

勤務状況や厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

 また、社会保険事務所の記録から連絡先が判明した当時の同僚に、申立

人の勤務実態や厚生年金保険料の控除について確認をしたが、具体的に記

憶している者はいなかった。 

   さらに、雇用保険の被保険者記録からは、申立人の申立期間における加

入記録が確認できなかった。 

加えて、申立人は申立期間について、事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険

料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。  



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2334 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年４月から 36 月６月まで 

昭和 31 年４月ころに株式会社Ａに入社し、36 年６月ころまで勤めて

いたと思われるが、社会保険事務所で確認したところ、厚生年金保険被

保険者であった期間が空白となっていた。申立期間について、厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述により、申立人は入社日及び退社日の特定はできない

ものの、申立期間において株式会社Ａに勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、社会保険庁の記録によると、同社は昭和 31 年 11 月 30

日以降厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、所在地を管轄する法務局に商業登記簿謄本の保管も無いことから、

当時の事業主及び役員の所在も不明であり、申立人の同社における厚生年

金保険の加入状況等について確認することができない。 

さらに、同僚４人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は、それぞれが

記憶している入社日から３か月から７か月後となっていることが確認でき

ることから、同社では入社と同時に厚生年金保険に加入させない取扱いが

あったことがうかがえる。 

加えて、申立人は、申立期間について、事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保

険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



                      

  

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。  



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2335 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 33 年６月１日から昭和 35 年５月 31 日まで 

私は、昭和 31 年 11 月１日から 33 年５月 30 日までＡ株式会社Ｂ所

で社用車の運転手をしていたが、閉鎖することになったため、総務部長

の紹介でＣ株式会社Ｄ所に就職し、Ｅ係のＦの運転手として同年６月１

日から 35 年５月末まで勤務した。二人いた運転手の相方はＧさんとい

う人だった。 

当時の給料は作業員の半分くらい（約１万 5,000 円）だったが、社宅

があり、電気、水道、石炭が無料だったので、あまり生活は苦しくはな

かった。 

しかしながら、当時のＨは閉鎖が相次ぎ、この事業所も経営難となり

昭和 35 年５月末に退職せざるを得なくなった。 

    Ｃ株式会社Ｄ所には申立期間に間違いなく勤務していたので厚生年金

保険の加入記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＣ株式会社Ｄ所に係る厚生年金保険被保険者

名簿には、申立人及び同じＦの運転手をしていた同僚の被保険者記録が無

く、申立期間当時に当該事業所で資格を取得した被保険者名簿からは申立

人の名前が確認できない。 

また、当該事業所は昭和 38 年１月 31 日に閉鎖により厚生年金保険適用

事業所の資格を喪失しており、社会保険等の記録を保管する承継会社もな

く当時の記録が確認できない。  

さらに、申立期間当時、当該事業所で総務を担当していた複数の同僚が

申立人のことを記憶しているが、Ｅ係の運転手は嘱託社員であった旨の供



                      

  

述もあった。 

加えて、当時のＨは労働組合が強かったため、正社員であれば閉鎖前に

退職させられることはなかったとの供述もあったことから、申立人が当該

事業所の閉鎖のかなり前に会社と話し合いの上で退職していることを踏ま

えると、申立人は正社員の扱いではなかったことがうかがえる。 

一方、嘱託社員でも常勤であれば社会保険に加入していたと思うという

供述をした同僚がいるところ、正社員であっても希望する者だけが厚生年

金保険に加入できたと回答している同僚がいる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていたこ

とを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 


